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走
馬
楼
呉
簡
吏
民
簿
と
郷
の
状
況

―

家
族
研
究
の
た
め
の
予
備
的
検
討　
　
　
　
　
　鷲 

尾　

祐 

子

　

家
族①

と
は
、
中
国
社
会
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
組
織
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
典
籍
に
残
さ
れ
て
い
る
家
族
の
姿
は
特
別
な

人
々
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
儒
学
の
思
惟
が
社
会
に
お
い
て
強
い
規
制
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
褒
貶
の
た
め
の
記
載
に

傾
き
が
ち
と
な
る
。
社
会
の
基
層
を
担
っ
た
普
通
の
人
々
の
世
帯
を
考
察
す
る
上
で
、
典
籍
の
再
検
討
も
必
要
で
あ
る
が
、
特
定
の
意

図
に
よ
る
編
集
を
被
ら
な
い
な
ま
の
史
料
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
出
土
文
字
資
料
に
も
期
待
が
か
か
る
。
と
り
わ
け
、
当
時
の
戸
籍
や
家

族
名
簿
な
ど
は
、
家
族
の
情
況
を
直
接
的
に
把
握
し
得
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る②

。
し
か
し
出
土
文
字
資
料
中
の
家
族
を
記
述
し
た
簿
籍

は
、
一
度
に
出
土
す
る
数
量
が
少
な
く
、
個
別
の
戸
の
例
を
多
数
集
め
て
一
般
的
な
戸
の
情
況
を
把
捉
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
十
三
万
片
以
上
出
土
し
た
走
馬
楼
呉
簡
に
は
、
当
時
長
沙
郡
臨
湘
侯
国
に
在
住
・
在
籍
す
る
民
を
、
戸
単
位
で
記
載

し
た
簿
籍
類
を
多
数
含
む
。
こ
の
た
め
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
簿
籍
に
基
づ
き
、
当
時
の
家
族
と
社
会
の
情
況
に
つ
い
て
検
討
が
加
え

ら
れ
て
い
る③

。
し
か
し
既
発
表
（「
竹
簡
壹
」・「
竹
簡
貳
」・「
竹
簡
参
」）
の
走
馬
楼
呉
簡
は
、
編
綴
（
簡
相
互
を
繋
げ
る
ひ
も
）
が
切
れ
散
乱
し

た
状
態
で
出
土
し
、
簡
相
互
の
接
続
の
復
原
が
お
お
む
ね
不
可
能
で
あ
り
、
完
全
に
一
戸
全
体
を
把
握
し
得
る
例
は
少
な
い
。
そ
れ
で

も
、
町
田
隆
吉
二
〇
〇
七
は
、
分
散
し
て
出
土
し
た
複
数
の
名
籍
簡
を
接
続
し
、
い
く
つ
か
の
戸
を
復
元
す
る
。
簿
籍
内
の
戸
の
復
原
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は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
世
帯
の
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
非
常
に
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
復
原
不
可
能

な
大
量
の
簿
籍
の
断
片
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
記
述
が
用
い
ら
れ
な
い
の
は
惜
し
い
と
思
う
。
戸
の
復
原
は
必
須
で
あ

る
が
、
戸
に
復
原
さ
れ
ざ
る
分
散
し
た
記
述
を
、
そ
の
ま
ま
で
資
料
化
す
る
の
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
の
は
、
も
う
一
つ
の
課

題
で
あ
る
。

　

従
来
の
研
究
に
お
い
て
も
、
于
振
波
二
〇
〇
七
ｂ
は
女
性
の
婚
姻
年
齢
を
考
察
し
、
于
振
波
二
〇
〇
四
ｃ
は
男
女
・
年
齢
別
に
口
数

を
集
計
し
て
、
性
別
年
齢
別
の
人
口
構
成
を
述
べ
る
な
ど
、
分
散
し
た
情
報
か
ら
当
時
の
社
会
に
つ
い
て
読
み
と
ろ
う
と
す
る
先
駆
的

な
試
み
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
作
成
年
代
や
機
関
の
相
違
す
る
複
数
の
簿
籍
を
、
区
別
せ
ず
に
用
い
る
（
師

佐
籍
と
い
う
工
人
の
名
簿
は
、
他
と
区
別
し
て
い
る
）。
そ
れ
は
、
各
簡
が
ば
ら
ば
ら
に
出
土
し
て
い
る
た
め
、
同
一
帳
簿
内
の
簡
を
ま
と
ま

っ
た
数
で
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
情
況
に
か
ん
が
み
、
ま
ず
取
り
組
む
べ
き
こ
と
は
、
同
一
簿
籍
を
構
成
す
る
簡
を
可
能
な
限
り
集
成
し
、
簿
籍
本
来
の

状
態
に
近
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
簿
籍
の
制
度
を
考
察
す
る
上
で
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
社
会
と
家
族
の
考
察
の
た
め
に

も
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
接
続
の
様
態
を
あ
る
程
度
は
と
ど
め
て
出
土
し
た
諸
簡
も
存
在
し
、
そ
の
出
土
時
に
お
け

る
竹
簡
相
互
の
位
置
は
、
掲
剥
位
置
示
意
図
（
示
意
図
と
略
称
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
侯
旭
東
二
〇
〇
九
は
「
竹
簡
貳
」

示
意
図
に
依
拠
し
て
示
意
図
内
簿
籍
を
あ
る
程
度
復
原
し
、結
果
的
に
は
複
数
の
戸
に
つ
い
て
（
多
く
は
部
分
的
に
だ
が
）
復
原
し
て
い
る
。

同
一
戸
の
簿
は
同
一
の
簡
冊
内
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
戸
を
復
原
す
る
前
提
と
し
て
も
簿
籍
簡
冊
の
復
原
が
必
要
な
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
し
て
、
示
意
図
と
書
式
を
手
が
か
り
に
す
る
と
、「
竹
簡
壹
」・「
竹
簡
貳
」
示
意
図
は
ど
ち
ら
も
「
吏
民
簿
」
を
構
成
す

る
簡
か
ら
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
前
後
の
同
書
式
の
簡
を
含
め
る
と
、
数
百
人
以
上
の
住
民
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る④

。

ま
た
、
ど
ち
ら
も
対
象
単
位
と
作
成
年
代
の
特
定
が
可
能
で
あ
る
。
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こ
の
二
つ
の
吏
民
簿
に
し
て
も
、
簡
相
互
の
連
接
を
完
全
に
復
元
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
成
員
全
員
が
明
ら
か
な
戸
は
少
数
で
あ

る
が
、
戸
の
成
員
が
分
散
し
て
い
る
簿
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
情
報
は
存
在
す
る
。
一
つ
は
、
先
述
の
ご
と
く
于
振
波

が
試
み
て
い
る
、
当
該
地
域
の
人
々
の
性
別
・
年
齢
別
人
口
構
成
で
あ
る
。
従
来
の
文
献
史
料
で
も
郡
国
単
位
で
も
人
口
の
記
述
は
存

在
し
、
梁
方
仲
一
九
八
〇
の
よ
う
な
人
口
史
の
成
果
が
得
ら
れ
て
い
る
が
、
人
口
の
内
訳
を
知
る
資
料
は
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、

男
女
数
の
比
率
や
、
幼
年
人
口
・
労
働
力
人
口
の
総
人
口
に
占
め
る
割
合
な
ど
は
、
知
る
べ
く
も
な
い
。
ま
た
、
年
齢
別
の
人
口
が
明

ら
か
で
あ
れ
ば
、
人
口
が
年
齢
と
と
も
に
ど
れ
く
ら
い
の
速
度
で
減
少
す
る
か
に
よ
り
、
生
存
の
情
況
に
つ
い
て
察
知
し
得
る
。
も
し

同
一
時
期
に
同
一
の
地
域
を
対
象
と
す
る
調
査
の
デ
ー
タ
が
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
性
別
年
齢
別
の
人
口
構
成
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
な
ら
ば
、
当
時
の
社
会
の
状
況
を
知
る
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
。
さ
ら
に
、
女
性
に
関
し
て
は
有
配
偶
か
否
か
が
続
柄
記
載
か
ら

明
ら
か
な
た
め
（
鷲
尾
祐
子
二
〇
一
〇
参
照
）、
一
般
的
な
婚
姻
年
齢
の
推
測
が
容
易
で
あ
り
、
配
偶
者
が
い
な
い
場
合
で
も
実
家
・
婚
家

の
ど
ち
ら
に
居
る
か
の
把
握
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
つ
結
婚
し
、
夫
と
生
別
・
死
別
し
た
後
ど
の
よ
う
に
し
て
過
ご
す
か
、
推

察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
吏
民
簿
の
分
散
し
た
記
載
か
ら
で
も
、
人
々
の
生
の
過
程
に
つ
い
て
の
情
報
は
入
手
し
得
る
。

　

ま
た
、
吏
民
簿
の
も
た
ら
す
情
報
に
よ
り
、
人
生
の
過
程
と
と
も
に
、
世
帯
構
造
の
サ
イ
ク
ル
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
代

家
族
を
め
ぐ
る
論
争
中
、
最
も
著
名
な
三
族
制
家
族
論
争
で
は
、
男
子
が
婚
姻
後
も
父
母
兄
弟
と
同
居
す
る
形
態
が
一
般
的
か
、
あ
る

い
は
独
立
（
分
異
）
が
通
常
の
こ
と
で
あ
る
の
か
が
、争
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
世
帯
構
造
変
化
の
主
要
な
契
機
と
さ
れ
る
の
は
、

婚
姻
と
分
異
で
あ
る
。
現
在
の
研
究
情
況
で
は
、
漢
代
半
ば
以
降
核
家
族
と
拡
大
家
族
が
併
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
両

者
は
固
定
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
資
料
に
残
っ
て
い
る
時
点
で
は
核
家
族
で
あ
っ
て
も
、
父
母
や
兄
弟
の
死
去
に
よ
っ

て
そ
の
よ
う
な
状
況
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
某
時
点
で
の
某
世
帯
の
世
帯
構
成
と
、
そ
の
世
帯
の
本
来
的
な
世
帯
構
成
と
は
、

異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
簿
籍
上
に
現
れ
た
諸
戸
の
家
族
形
態
を
集
計
し
分
析
す
る
た
め
に
は
、
家
族
の
動
態
的
な
変
化
の
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側
面
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い⑤

。
た
と
え
ば
、
日
本
史
分
野
で
は
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
人
別
・
宗
門
改
帳
に
依
拠
し
た
家
族
形

態
の
考
察
に
お
い
て
も
、
世
帯
構
成
を
そ
の
一
過
性
の
様
態
で
分
類
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
世
帯
構
成
を
循
環
し
つ
つ
ど
の
構
成

に
回
帰
す
る
傾
向
を
有
す
る
か
を
考
察
す
る
（
岡
田
あ
お
い
一
九
九
九
）。
中
国
古
代
家
族
構
造
の
検
討
に
つ
い
て
も
、
李
根
蟠
二
〇
〇
六

は
漢
代
に
お
い
て
核
家
族
と
主
幹
家
族（
直
系
家
族
、父
母
と
一
組
の
子
供
夫
婦
の
同
居
）
と
聯
合
家
族（
合
同
家
族
、父
母
と
二
組
以
上
の
子
供
夫
婦
）

は
相
互
依
存
、
相
互
転
化
す
る
も
の
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
家
族
を
動
態
的
に
捉
え
る
日
中
家
族
研
究
の
動
向
は
、
三
族
制
家
族
説

と
も
共
振
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
走
馬
楼
吏
民
簿
の
場
合
、
個
人
が
記
載
さ
れ
て
い
る
位
置
や
書
式
か
ら
、
某
人
が

戸
人
か
否
か
を
知
る
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、
先
述
の
ご
と
く
女
性
の
場
合
冠
せ
ら
れ
る
続
柄
か
ら
、
配
偶
者
の
有
無
が
明
示
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
有
配
偶
率
と
戸
人
率⑥

を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
婚
姻
と
分
異
と
い
う
家
族
変
化
の
重
要
な
契
機
と
な
る
二
者
に
つ

い
て
も
、
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
ま
ず
二
郷
の
性
別
年
齢
別
人
口
構
成
か
ら
当
該
社
会
の
特
徴
を
概
観
し
、
さ
ら
に
記
載
内
容
自
体
の
正
確
性
を
検
討
し
、

吏
民
簿
を
史
料
と
し
て
用
い
る
際
に
留
意
す
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
、二
つ
の
吏
民
簿

　

は
じ
め
に
、
以
降
の
考
察
の
主
た
る
資
料
と
な
る
二
つ
の
吏
民
簿
に
つ
い
て
紹
介
し
、
検
討
す
る
。
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(
一)

各
簿
の
特
徴

「
竹
簡
壹
」
示
意
図
１
・
２
お
よ
び
前
後
に
連
続
す
る
同
書
式
簡
（
簡
番
号
は
14
盆10040-10545

）
は
、
嘉
禾
四
年
（
二
三
五
年
）
長
沙

郡
臨
湘
侯
国
小
武
陵
郷
に
つ
き
作
成
さ
れ
た
吏
民
簿
の
一
部
で
あ
る⑦

。
郷
は
侯
国
（
県
と
同
レ
ベ
ル
）
に
属
す
る
統
治
単
位
の
一
つ
で
あ

り
、
境
界
が
存
在
し
一
定
の
領
域
を
有
す
る
が
、
こ
の
簿
は
里
（
郷
に
属
す
る
最
基
層
の
統
治
単
位
）
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
戸
の
記
載
を
、

郷
単
位
で
集
成
し
て
い
る
。
各
戸
に
つ
き
、
戸
内
各
成
員
の
一
人
に
一
簡
を
費
や
す
形
で
、
姓
名
・
年
齢
・
続
柄
を
は
じ
め
と
し
て
所

属
す
る
里
や
爵
位
な
ど
が
記
載
さ
れ
る
。
書
式
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
冒
頭
に
戸
人
記
載
の
簡
が
置
か
れ
る
。
戸
人
の
項
に
戸

が
所
属
す
る
里
、
さ
ら
に
姓
を
記
載
し
、
す
べ
て
の
成
員
に
つ
き
名
前
・
年
齢
を
記
載
す
る
。
戸
人
以
外
に
は
続
柄
を
記
載
す
る
（
女

性
に
つ
い
て
は
大
女
・
老
女
な
ど
の
区
分
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
各
成
員
に
記
載
さ
れ
て
い
る
続
柄
は
、
戸
人
と
の
間
の
続
柄
と
は
限
ら
ず
、
戸
人
で

な
い
某
の
妻
・
某
の
弟
妹
・
某
の
子
な
ど
と
記
載
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
結
果
的
に
は
す
べ
て
の
成
員
の
戸
人
と
の
関
係
が
直
接
的
・
間
接
的
に
た
ど
り
得
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
続
柄
記
載
の
特
徴
に
つ
い
て
鷲
尾
祐
子
二
〇
一
〇
参
照
）。
他
に
、
該
当
者
の
み
、
爵
位
・
筭⑧

・
疾
病
障
碍
・
給
吏
・
徭
役

が
付
記
さ
れ
る
。
各
成
員
の
簡
の
後
に
戸
の
集
計
の
簡
が
置
か
れ
、「
凡
」
で
合
計
を
導
き
、
口
数
を
記
載
す
る
（
口
三
）。
次
に
見
え

る
事
・
筭
は
徭
役
・
筭
賦
な
ど
の
負
担
の
記
載
で
あ
り
、

は
資
産
状
況
を
表
す
。

例
ａ 

吉
陽
里
戸
人
公
乘
孫
潘
年
卅
五
筭
一　

 (10381

）

     

潘
妻
大
女
蔦
年
十
九
筭
一　

　
　
　
　

(10382

）

     

潘
子
女
□
年
五
歳　

　
　
　
　
　
　
　

(10379

）  
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凡
口
三
事
二　

筭
二
事　

　

五　

十　
　
（10380

）（
図
１
）

例
ｂ　

東
陽
里
戸
人
公
乘
烝
敦
年
卌
一
筭
一
刑
（
創
）
左
手　
「
竹
簡
壹
」10269

示
意
図
26  ⑨

例
ｃ　

高
遷
里
戸
人
公
乘
苗
覇
年
十
七
筭
一
給
郡
吏　
「
竹
簡
壹
」10048

⑩

例
ｄ　

東
陽
里
戸
人
公
乘
□
贊
年
廿
一
筭
一
給
縣
卒　
　
「
竹
簡
壹
」10308

⑪

こ
の
簿
に
は
、
奴
婢
（
張
栄
強
二
〇
一
〇
に
奴
婢
記
載
無
い
こ
と
を
指
摘
）・
客
・
死
（
あ
る
い
は
物
故
と
記
述
）
を
記
載
し
な
い
。
少
数
混
在

す
る
書
式
の
異
な
る
簡
な
ど
を
除
外
し⑫

、
性
別
と
年
齢
・
続
柄
の
三
者
が
把
握
で
き
る
者
の
み
計
数
す
る
と
、
小
武
陵
郷
総
人
口
の

40

％
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る⑬

。
示
意
図
２
に
は
五
一
片
の
無
字
簡
を
含
み
、
こ
れ
ら
は
主
に
連
続
し
層
を
成
し
て
出
現
し

て
い
る
（
図
１
）。

　

も
う
一
つ
の
吏
民
簿
は
、「
竹
簡
貳
」
示
意
図
簡
お
よ
び
そ
の
前
後
に
連
続
す
る
簡
番
号
の
簡
か
ら
な
る
、
嘉
禾
六
年(

二
三
七
年
）

廣
成
郷
吏
民
簿
で
あ
る（
鷲
尾
祐
子
二
〇
一
一
、鷲
尾
祐
子
二
〇
一
〇
、侯
旭
東
二
〇
〇
九
）。記
載
内
容
は
前
掲
嘉
禾
四
年
簿
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が（
筭

を
記
載
す
る
グ
ル
ー
プ
と
、
記
載
し
な
い
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。
鷲
尾
前
掲
論
文
参
照
）、
書
式
上
最
大
の
相
違
が
存
在
す
る
の
は
、
戸
人
簡
と
各
戸

末
尾
の
集
計
簡
で
あ
る
。
戸
人
簡
は
先
述
の
「
竹
簡
壹
」
示
意
図
類
の
よ
う
に
某
里
戸
人
で
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
吏
・
卒
・
民
男
子

（
民
大
女
）・
子
弟
な
ど
の
類
別
呼
称
で
は
じ
ま
り
、
戸
人
の
項
に
「
戸
人
」
と
所
属
の
里
名
と
を
記
載
し
な
い
。
各
戸
の
記
載
の
最
後

に
置
か
れ
る
戸
集
計
簡
は
、
各
戸
の
口
数
の
み
を
記
載
す
る
。

例
ｅ　

郡
卒
潘
嚢
年
廿
三
（「
竹
簡
貳
」1708

）
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嚢
妻
大
女
初
年
廿
六　
　

嚢
父
公
乘
尋
年
六
十
一
苦
虐
（
？
）
病
（「
竹
簡
貳
」1696

）

　
　
　

尋
妻
大
女
司
年
卌
四
踵
（
腫
）
右
足　
　

嚢
男
弟
公
乘
祀
年
十
一
（「
竹
簡
貳
」1694

）

　
　
　

●
右
嚢
家
口
食
八
人
（「
竹
簡
貳
」1697

）

ま
た
、
嘉
禾
四
年
小
武
陵
郷
簿
と
異
な
り
、
奴
婢
・
客
・
死
（
物
故
）
を
も
記
載
す
る
。
当
該
簿
の
戸
末
尾
簡
の
戸
口
数
を
集
計
し

戸
単
位
口
数
を
求
め
る
と
、平
均
六
．
〇
六
と
や
や
多
い（
平
均
的
な
口
数
に
つ
い
て
は
注
③
参
照
。）。
各
戸
の
口
数
の
分
布
を
集
計
す
る
と
、

六―

八
口
の
戸
が
全
体
の
二
割
近
く
を
占
め
、
六
口
以
上
が
四
割
を
占
め
る
（
表
５
参
照
）。
こ
の
郷
の
一
戸
あ
た
り
平
均
口
数
が
一
般

的
な
平
均
口
数
を
上
回
る
こ
と
は
、
奴
婢
を
含
む
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
要
因
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
客
は
衣
食
客
一
例
の
み
（「
衣
食
客
成
年
十
五
刑
右
足
」1842

）、
奴
婢
は
奴
四
例
・
婢
一
例
が
見
え
る
の
み
で
あ
り
、
奴
婢
は

年
齢
で
は
な
く
身
長
が
記
載
さ
れ
る（「
次
戸
下
奴
道
長
五
尺
」1617

）。
本
簿
に
つ
い
て
も
、総
人
口
中
四
割
の
把
握
が
可
能
で
あ
る⑭

。
な
お
、

「
示
意
図
」
に
は
「
竹
簡
壹
」
示
意
図
２
よ
り
も
多
く
六
九
片
の
無
字
簡
が
存
在
す
る⑮

。

二
、
年
代
別
性
別
人
口
構
成
の
特
徴

　

ま
ず
、
二
郷
の
社
会
状
況
を
、
性
別
・
年
代
別
の
人
口
構
成
に
依
拠
し
て
推
察
す
る
。
す
で
に
于
振
波
二
〇
〇
四
ｃ
が
、
呉
簡
「
竹

簡
壹
」
に
み
え
る
諸
例
に
基
づ
い
て
当
時
の
性
別
年
齢
別
人
口
構
成
を
考
察
す
る
が
、
時
期
と
対
象
を
異
に
す
る
雑
多
な
簿
を
一
括
し
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て
処
理
し
て
い
る
た
め
、
再
度
の
検
討
を
要
す
る
。

最
初
に
、
吏
民
簿
の
記
載
を
も
と
に
性
別
・
年
齢
別
に
人
口
を
集
計
し
、
年
齢
に
よ
る
人
口
の
変
化
、
男
女
の
人
口
比
率
な
ど
に
つ

い
て
考
察
す
る
。
表
１
に
、
小
武
陵
郷
嘉
禾
四
年
吏
民
簿
か
ら
得
ら
れ
た
年
代
別
男
女
別
人
口
を
記
載
し
、
そ
れ
を
グ
ラ
フ
化
し
た
の

が
グ
ラ
フ
１
で
あ
る
。
表
２
は
小
武
陵
郷
嘉
禾
四
年
吏
民
簿
の
記
述
か
ら
男
女
別
・
大
小
別
（
小
は
十
四
歳
以
下
、
大
は
十
五
歳
以
上
）
人

口
を
算
出
し
て
記
載
、さ
ら
に
全
体
性
比
（
男
女
人
口
を
百
と
し
て
表
示
す
る
男
女
人
口
比
率
）・
小
性
比
・
大
性
比
・
総
人
口
に
占
め
る
小
比
率
・

六
歳
以
下
の
比
率
、
八
十
以
上
の
比
率
を
記
載
し
た
。
表
３
に
廣
成
郷
嘉
禾
六
年
吏
民
簿
か
ら
得
ら
れ
た
年
代
別
男
女
別
人
口
を
記
載

し
、
グ
ラ
フ
２
で
グ
ラ
フ
化
、
表
４
男
女
大
小
別
人
口
な
ど
を
記
載
し
た
。

吏
民
簿
の
デ
ー
タ
か
ら
う
か
が
え
る
第
一
に
顕
著
な
特
徴
は
、
年
少
人
口
の
多
さ
と
、
人
口
が
減
少
し
て
い
く
速
度
の
大
き
さ
で
あ

る
。
総
人
口
に
占
め
る
未
成
年
者
（
当
時
は
十
四
歳
以
下
を
小
と
し
、
大
・
成
人
と
税
制
上
な
ど
で
区
別
し
た
。
王
子
今
二
〇
〇
八
参
照
）
人
口
の
比

率
は
ほ
ぼ
四
割
で
あ
り
（
嘉
禾
四
年
小
武
陵
郷
で40.1

％
、
嘉
禾
六
年
廣
成
郷
で41.4

％
）、
嘉
禾
六
年
廣
成
郷
簿
の
十
四
歳
以
下
人
数
を
戸

末
尾
簡
の
数
（
一
四
二
戸
）
で
割
る
と
、
一
戸
あ
た
り
二
．
七
人
と
い
う
数
字
が
得
ら
れ
る⑯

。
単
純
に
考
え
れ
ば
、
一
戸
あ
た
り
三
人
の

未
成
年
者
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
表
１
・
グ
ラ
フ
１
の
嘉
禾
四
年
小
武
陵
郷
で
は
、
一
―
九
歳
人
口
と
十
代
人
口
の
間
で
人

口
が
ほ
ぼ
半
減
す
る
。
表
３
、
グ
ラ
フ
３
廣
成
郷
の
場
合
こ
の
傾
向
は
も
っ
と
極
端
で
あ
り
、
十
代
の
人
口
は
一―

九
歳
の
三
分
の
一

程
度
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
、
当
該
社
会
の
多
産
多
死
傾
向
が
窺
え
る
。
人
口
の
四
割
が
未
成
年
で
あ
る
こ
と
は
、
出
生
数
の
多
さ
を

物
語
る
が
、
出
生
し
た
者
の
す
く
な
く
と
も
半
数
は
、
二
十
代
に
達
す
る
前
に
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
二
郷
と
も
に
十
代
・
二
十
代
・
三
十
代
で
人
口
が
横
這
い
だ
が
、
四
十
代
人
口
は
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。
二
郷
に
お
け

る
年
齢
に
と
も
な
う
人
口
減
少
の
パ
タ
ー
ン
は
、
〇
―
九
歳
か
ら
十
代
に
か
け
て
半
数
が
死
に
、
そ
の
後
三
十
代
か
ら
四
十
代
に
か
け

て
半
減
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
未
成
年
と
成
人
と
で
性
比
（
男
女
比
。
女
性
百
人
に
対
す
る
男
性
の
人
数
）
が
逆
転
す
る
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
。
小
・
年
少

時
（
一
五
歳
未
満
）
は
男
性
が
圧
倒
的
に
多
く
（
嘉
禾
四
年
小
武
陵
郷
で
一
三
二
．
八
。
嘉
禾
六
年
廣
成
郷
で
一
五
八
）、
大
・
成
丁
以
上
（
一
五
歳

以
上
）
に
な
る
と
女
性
が
多
く
な
る
（
嘉
禾
四
年
小
武
陵
郷
で
八
七
．
九
。
嘉
禾
六
年
廣
成
郷
で
八
〇
．
四
）。
未
成
年
で
女
子
が
圧
倒
的
に
少
な

い
の
は
な
ぜ
か
。
于
振
波
二
〇
〇
四
ｃ
が
間
引
き
の
可
能
性
を
指
摘
し
、
後
述
す
る
武
帝
頃
南
郡
の
同
類
の
現
象
に
つ
い
て
、
彭
浩

二
〇
〇
九
も
同
様
に
述
べ
る
。
典
籍
に
は
長
沙
に
て
間
引
き
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
載
が
あ
り
（『
北
堂
書
鈔
』
巻
七
五
引
く
謝
承

後
漢
書
、
長
沙
太
守
宋
度
に
関
す
る
記
述
）⑰

、
ま
た
間
引
き
の
対
象
は
主
に
女
児
で
あ
っ
た
た
め⑱

、
間
引
き
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
説
明
は

首
肯
し
得
る
。
つ
ま
り
、
未
成
年
で
の
男
女
数
の
著
し
い
不
均
衡
は
、
多
く
の
女
子
が
生
後
ま
も
な
く
養
育
を
放
棄
さ
れ
た
た
め
で
あ

る
。
し
か
し
、
成
年
で
女
性
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
現
象
は
、
い
か
に
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
吏
民
簿
の
検
討

　

前
項
で
述
べ
た
よ
う
な
、
未
成
年
者
の
多
さ
、
成
年
で
女
性
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
な
ど
、
吏
民
簿
か
ら
得
ら
れ
る
人
口
の
状
況
は
、

一
見
特
異
で
極
端
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
が
本
当
に
真
実
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、
一
つ
の
嫌
疑
が
浮
上
す
る
。
そ

こ
で
、
人
口
の
性
別
・
年
齢
構
成
を
表
す
他
の
例
と
の
比
較
を
通
し
、
ま
た
当
時
の
簿
籍
制
度
に
も
鑑
み
て
、
吏
民
簿
デ
ー
タ
の
妥
当

性
を
検
証
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
人
口
調
査
な
ど
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
年
齢
の
正
確
性
の
一
つ
の
基
準
と
さ
れ
る
の
が
、
年
齢
の
ひ
と
け
た
が
五
あ
る
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い
は
〇
（
ゼ
ロ
）
の
切
り
の
い
い
数
に
集
中
す
る
か
否
か
で
あ
る⑲

。
二
つ
の
吏
民
簿
の
場
合
、
年
齢
が
ひ
と
け
た
五
あ
る
い
は
〇
以

外
に
も
分
散
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
廣
成
簿
二
十
代
男
子
の
例
を
み
る
と
、
総
数
四
五
人
中
二
〇
歳
一
〇
人
で
あ
り
、
や
や
多
い
が
、

二
三
歳
一
〇
人
、
二
一
歳
八
人
な
ど
他
の
年
齢
に
も
分
散
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
年
齢
認
識
は
比
較
的
詳
細
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
現
在
実
物
を
見
る
こ
と
が
可
能
な
各
地
域
・
時
代
の
簿
籍
に
は
、
事
実
と
相
違
は
す
る
が
そ
の
こ
と
を
当
局
が
了
解
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
記
載
が
見
ら
れ
る⑳

。
一
方
、
虚
偽
の
記
載
に
よ
っ
て
徭
役
な
ど
の
負
担
を
逃
れ
よ
う
と
す
る
行
為
と
、
そ
れ
に
対
す

る
罰
則
を
設
け
て
、
何
と
か
し
て
正
確
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
国
家
側
の
対
策
と
が
、
戦
国
時
代
秦
よ
り
存
在
し
た㉑

。
漢
代
に
は
、
男

性
を
女
性
と
登
記
し
て
更
徭
を
逃
れ
る
こ
と
に
対
す
る
罰
則
が
あ
り㉒

、
ま
た
遅
く
と
も
後
漢
光
武
帝
末
年
ま
で
に
は
、
年
齢
な
ど
の
記

載
の
虚
偽
を
防
ぐ
た
め
に
、
長
官
自
ら
面
通
し
す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
た
（『
後
漢
書
』
江
革
伝㉓
）。
性
別
と
年
齢
と
は
、
後
漢
に
お

い
て
最
も
虚
偽
に
傾
き
や
す
い
記
載
項
目
で
あ
り
、
三
国
呉
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

当
時
、
徭
役
兵
役
の
負
担
は
主
に
男
性
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
た
た
め
、
成
年
に
お
い
て
女
性
が
多
い
現
象
に
つ
い
て
は
、
負
担
を
逃

れ
ん
が
た
め
の
虚
偽
の
混
在
が
疑
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
年
少
人
口
で
は
女
性
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
少
な
い
。
ま
た
年
少
人
口
の
多
さ

か
ら
、
当
時
の
多
産
傾
向
が
窺
え
る
が
、
女
性
は
出
産
に
よ
っ
て
命
を
落
と
す
こ
と
も
多
か
っ
た㉔

。

　

こ
の
状
況
を
、
他
の
史
料
に
現
れ
た
状
況
と
比
較
す
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、
既
存
の
文
献
史
料
に
、
性
別
年
齢
別
構
成
を
う
か
が
い

得
る
記
載
は
存
在
し
な
い
。
出
土
文
字
資
料
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
吏
民
簿
の
特
徴
と
類
似
の
性
比
逆
転
傾
向
を
有
す
る
、
漢
代
の
人

口
集
計
記
載
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
湖
北
省
荊
州
紀
南
松
柏
漢
墓
よ
り
出
土
し
た
武
帝
初
年
の
木
牘
（
48
号
）
で
あ
り
、
南
郡
江
陵

県
西
郷
の
二
年㉕

戸
口
簿
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
表
６
）。
吏
民
簿
デ
ー
タ
の
よ
う
な
各
年
代
別
の
情
報
が
得
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
が
、
大

男
・
小
男
・
大
女
・
小
女
の
四
つ
の
範
疇
で
の
人
口
集
計
が
見
ら
れ
、
西
郷
の
大
（
成
年
）
小
（
未
成
年
）
別
、
性
別
人
口
の
把
握
が
可
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能
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
小
人
口
で
は
性
比
一
六
二
（
女
性
百
に
対
し
男
性
一
六
二
）
と
男
子
が
圧
倒
的
に
多
く
、
逆
に
成
丁
以
上
は

性
比
五
八.

四
で
あ
り
女
性
が
多
く
、
長
沙
吏
民
簿
に
同
じ
く
未
成
年
と
成
年
の
間
で
性
比
が
逆
転
し
て
い
る
。
ま
た
、
総
人
口
に
占

め
る
一
四
歳
以
下
人
口
の
比
率
も
、
西
郷
集
計
で
は
吏
民
簿
と
同
じ
く
約
四
割
で
あ
る
（38.5

％
）。
長
沙
吏
民
簿
の
成
年
で
女
性
が
多

い
現
象
お
よ
び
小
人
口
が
多
い
現
象
は
、
特
殊
で
孤
立
的
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
南
郡
の
集
計
と
共
通
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
、
一
地
域
の
年
齢
別
人
口
構
成
を
部
分
的
に
知
り
得
る
資
料
と
し
て
、
江
蘇
省
連
雲
港
市
東
海
県
尹
湾
村
の
六
号
漢
墓
Ｍ

６
か
ら
出
土
し
た
「
集
簿
」（
一
号
牘
）
が
存
在
す
る
。「
集
簿
」
は
、
年
一
度
施
政
状
況
を
報
告
す
る
上
計
の
際
に
、
東
海
郡
か
ら
中

央
朝
廷
に
上
呈
さ
れ
た
簿
の
底
本
あ
る
い
は
副
本
（
尹
湾
六
号
漢
墓
出
土
木
牘
１
正　

連
雲
港
市
博
物
館
・
東
海
県
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
簡

帛
研
究
中
心
・
中
国
文
物
研
究
所
一
九
九
七
）
に
相
当
し
、
成
帝
時
の
作
成
と
考
え
ら
れ
、
当
時
の
東
海
郡
の
人
口
状
況
も
若
干
は
記
載
さ

れ
て
い
る㉖

。
し
か
し
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
男
女
別
人
口
と
、
八
十
以
上
・
九
十
以
上
さ
ら
に
七
十
以
上
受
杖㉗

の
人
口
と
、
六
歳
以
下

の
人
口
の
み
で
あ
り
、
前
掲
の
南
郡
集
計
に
比
べ
る
と
非
常
に
部
分
的
で
あ
る
が
、
八
十
以
上
人
口
と
六
歳
以
下
の
人
口
の
総
人
口
に

占
め
る
比
率
に
つ
い
て
は
、
長
沙
吏
民
簿
と
比
較
可
能
で
あ
る
（
表
８
参
照
）。
八
十
以
上
は
長
沙
吏
民
簿
で
は
、
小
武
梁
郷
四
年1.28

％
・
廣
成
郷
六
年2.8

％
で
あ
る
が
、後
者
は
尹
湾
集
簿
の2.4

％
と
近
い
。
六
歳
以
下
の
比
率
も
、吏
民
簿
が
小
武
梁
郷
四
年20.0

％
、

廣
成
郷
六
年21.4

％
に
対
し
、
尹
湾
集
簿
が18.8

％
で
あ
り
、
ほ
ぼ
二
割
で
共
通
し
て
い
る
。
尹
湾
集
簿
の
男
女
別
人
口
・
老
年
幼

年
人
口
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
点
で
不
備
と
不
自
然
さ
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
八
〇
歳
以
上
の
人
口
が
多
す
ぎ
る
こ
と
が
問
題
視
さ

れ
て
き
た
が㉘

、
六
歳
以
下
人
口
の
多
さ
に
つ
い
て
は
、
今
取
り
上
げ
た
三
つ
の
簿
で
共
通
す
る
こ
と
か
ら
も
、
必
ず
し
も
あ
り
得
な
い

こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
は
、
長
沙
吏
民
簿
と
は
地
域
と
時
代
が
か
け
離
れ
た
人
口
集
計
と
の
比
較
で
あ
る
が
、
長
沙
吏
民
簿
の
未
成
年
者
の
多
さ
、
男

女
比
の
逆
転
現
象
に
は
類
例
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
特
殊
で
孤
立
し
た
事
例
で
あ
る
が
ゆ
え
に
虚
偽
の
記
載
を
示
す
と
ま
で
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は
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
、
制
度
の
上
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
国
家
負
担
の
基
本
資
料
と
な
る
べ
き
重
要
な
記
載
で
あ
る
。
と
り
わ
け
南
郡

の
集
計
と
、
長
沙
廣
成
郷
吏
民
簿
は
、
年
一
度
の
上
部
機
関
に
対
す
る
施
政
報
告
で
あ
る
上
計
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る㉙

。
上
計
に
つ
い

て
は
、
従
来
の
典
籍
史
料
で
は
県
以
上
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
記
載
の
み
見
え
る
が㉚

、
秦
代
の
里
耶
簡
牘
に
は
郷
単
位
で
の
集
計
が
存
在

し㉛

、
ま
た
前
漢
東
陽
県
筭
簿
が
郷
単
位
で
の
集
計
の
集
積
で
あ
る32

こ
と
か
ら
も
、
本
来
郷
単
位
の
集
計
を
県
で
集
成
し
た
と
言
え
る
。

廣
成
郷
簿
は
表
題
に
「
廣
成
郷
謹
列
嘉
禾
六
年
吏
民
人
名
年
紀
口
食
爲
簿
」（「
竹
簡
貳
」1798

）
と
見
え
、
里
を
単
位
と
し
て
作
成
し

た
簿
を
郷
で
集
成
し
て
、
郷
以
上
の
機
関
（
侯
国
）
に
上
呈
し
た
簿
で
あ
る
が
、
里
全
体
の
集
計
と
し
て
戸
口
数
を
総
計
し
た
記
載
の

ほ
か
、
以
下
の
よ
う
な
特
定
項
目
別
に
人
数
・
戸
数
を
集
計
し
た
簡
が
複
数
存
在
す
る
。

其
二
戸
給
郡
園
父
（
16
盆1701
）　　

其
一
戸
給
朝
丞
（
16
盆1702

）

●
定
應
役
民
廿
戸
（
16
盆1704

）

●
其
五
戸

羸
老
頓
貧
窮
女
戸
（
16
盆1705
）

其
二
戸
郡
醫
師　
　
（
16
盆2115

）

其
／
一
百
八
十
三
人
男
／
二
百
﹇
卅
四
﹈
人
﹇
女
﹈　　
（
16
盆2184

）　

　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
計
が
四
一
七
人
で
あ
り
、
里
の
集
計
か
）

凌
文
超
二
〇
一
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
竹
簡
参
」
示
意
図
２
、４
類
簿
に
も
、
里
戸
口
総
数
集
計
の
後
ろ
に
、
男
女
別
の
口
数
集
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計
や
、
戸
を
種
類
別
に
区
分
し
て
集
計
し
た
簡
な
ど
が
附
随
し
て
い
る
。
類
別
さ
れ
た
戸
の
種
類
と
し
て
は
、
吏
・
卒
、
園
父
・
子
弟

佃
客
な
ど
そ
の
他
の
徭
役
、「
被
病
他
坐
物
故
者
」、「

羸
老
頓
貧
窮
女
戸
」、
そ
し
て
「
定
応
役
民
」（
定
領
役
民
）
が
見
え
る
。
李
均

明
二
〇
〇
八
の
挙
げ
る
「
竹
簡
肆
」
の
例
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
配
列
が
明
か
で
あ
る
。

・
集
凡
五
唐
里
魁
周
□
領
吏
民
二
十
戸
、
口
食
二
百
八
十
九
人
。「
竹
簡
肆
」380

（
以
下
同
）

其
一
百
六
十
二
人
男　
　

379

其
一
百
廿
七
人
女　
　
　

378

其
四
戸
縣
吏　
　
　
　
　

377

其
二
戸
郡
吏　
　
　
　
　

376

其
□
戸
州
吏　
　
　
　
　

374

其
五
戸
給
新
吏　
　
　
　

373

其
一
戸
縣
卒　
　
　
　
　

372

其
一
戸
佃
帥　
　
　
　
　

371

こ
の
例
で
は
、
男
女
口
数
、
吏
、
卒
、
そ
の
他
の
徭
役
の
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。「
竹
簡
参
」
示
意
図
２
の
例
に
属
す
る
類
似
の

簡
の
例
で
は
、
示
意
図
番
号
44
以
下
は
示
意
図
上
に
横
一
線
に
並
び
、
そ
れ
ら
が
反
時
計
回
り
に
編
綴
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
（
凌
文

超
二
〇
一
一
参
照
）、
こ
の
配
列
順
に
類
似
す
る
。
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其
一
百
卅
八
人
男(48

）

其
八
十
一
人
﹇
女
﹈（44

）

其
一
戸
給
軍
吏　
　

下
品(36

）

其
五
戸
□
□
民　
　
﹇
下
﹈
品(35

）

其
七
戸
□
□
女
戸
不
任
調　
　

下
品
之
下(34

）

定
領
役
民
卅
七
戸(33)

　

前
掲
李
均
明
論
考
に
挙
げ
る
例
で
は
特
定
徭
役
戸
ま
で
し
か
見
え
な
い
が
、「
竹
簡
参
」
示
意
図
２
の
例
は
そ
れ
に
後
続
す
る
部
分

を
含
む
。
特
定
徭
役
戸
の
次
に
、貧
窮
な
ど
の
理
由
で
徴
発
に
適
当
で
な
い
戸
（

羸
老
頓
貧
窮
女
戸
。
李
均
明
二
〇
〇
八
参
照
）
が
並
び
、「
定

領
役
民
」（「
定
応
役
民
」
現
時
点
で
確
定
し
た
徴
発
対
象
戸
）
の
簡
が
末
尾
に
置
か
れ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
戸
別
集
計
類
は
、
現
在
吏
卒

を
出
す
戸
、
す
で
に
特
定
の
徭
役
に
徴
発
さ
れ
て
い
る
戸
、
さ
ら
に
貧
困
や
女
戸
な
ど
の
理
由
か
ら
徴
発
に
適
応
し
な
い
戸
を
、
里
戸

の
総
数
か
ら
除
き
、
徭
役
対
象
と
な
る
戸
の
数
を
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
里
の
集
計
の
内
容
は
、
男
女
別
の
口

数
、
特
定
徭
役
に
就
い
て
い
る
者
を
含
む
戸
の
数
、
負
担
に
耐
え
な
い
戸
の
数
お
よ
び
今
後
の
徭
役
徴
発
の
対
象
と
な
る
戸
の
表
示
で

あ
り
、
徭
役
徴
発
と
の
関
連
が
強
い
。

　

こ
の
よ
う
な
負
担
し
な
い
者
を
除
外
し
て
要
負
担
者
数
を
確
定
す
る
簿
の
例
と
し
て
は
、
既
に
少
し
触
れ
た
安
徽
天
長
西
漢
墓
M

一
九
：
四
〇-

一
木
牘
（
筭
簿
）
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
（
注
32
参
照
。
山
田
勝
芳
二
〇
〇
七
、
鷲
尾
祐
子
二
〇
〇
九
。
第
三
章
参
照
）。
こ
れ
は
、

徭
役
負
担
者
と
考
え
ら
れ
る
「
事
筭
」
数
と
負
担
免
除
者
（「
復
筭
」）
を
明
示
し
、
負
担
者
数
を
確
定
す
る
簿
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

簿
の
場
合
、
八
月
に
郷
が
上
呈
し
た
簿
を
県
が
集
成
し
、
さ
ら
に
九
月
締
め
で
県
が
修
正
し
て
お
り
、
郷
の
上
呈
は
八
月
案
比
（
戸
口
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調
査
）
の
一
貫
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
廣
成
郷
簿
の
里
単
位
集
計
は
、
非
対
象
者
を
除
外
し
徭
役
対
象
戸
数
を
確

定
す
る
点
で
、
こ
れ
と
共
通
す
る
性
格
を
有
し
て
お
り
、
同
様
に
案
比
の
一
貫
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
九
月
は
年
度
末
で
あ
り
、
県

の
諸
簿
は
こ
の
月
を
締
め
と
し
て
集
計
さ
れ
（「
秋
献
之
、
若
今
計
文
書
断
於
九
月
、
其
旧
法
。（『
周
禮
』
秋
官
司
寇
小
行
人
鄭
玄
注
）」）、
そ
の
結

果
が
郡
に
上
呈
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
郷
|
県
|
郡
の
上
計
は
繋
が
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
出
発
点
は
郷
に
お
け
る
案
比
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

ま
た
、
上
計
の
際
に
提
出
さ
れ
る
戸
口
集
計
な
ど
の
数
字
に
対
し
て
は
、
上
部
の
機
関
が
検
討
を
加
え
る
。
と
り
わ
け
、
中
央
朝
廷

は
郡
国
の
状
況
に
対
す
る
正
確
な
把
握
を
重
視
し
、
郡
国
上
呈
の
上
計
簿
は
厳
重
に
審
査
さ
れ
た33

。
同
様
の
審
査
が
、
郷
の
簿
を
集
計

す
る
県
レ
ベ
ル
で
も
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
里
耶
秦
簡
に
は
、
県
に
て
郷
の
提
出
し
た
文
書
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る

文
書
が
あ
る
。

卅
四
年
遷
陵
郷
戸
計
廷
校
三

□
人

一

□
一
（7-305　

張
春
龍
二
〇
〇
九
）

上
計
簿
の
記
載
内
容
は
、
当
該
単
位
を
管
轄
す
る
長
官
に
対
す
る
評
価
に
直
結
す
る34

。
非
常
に
極
端
な
過
誤
の
存
在
が
明
ら
か
な
簿

の
場
合
、
長
官
が
譴
責
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
。
成
年
（
大
）
男
女
数
の
あ
か
ら
さ
ま
な
不
均
衡
が
実
状
と
相
違
す
る
な
ら
ば
、
上
級
機

関
に
よ
っ
て
詰
問
さ
れ
る
。
こ
の
簿
が
実
際
に
郷
か
ら
侯
国
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
簿
に
あ
ら
わ
れ
た
状
況
は
そ
れ

ほ
ど
意
表
を
つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
成
年
に
お
け
る
女
子
の
多
さ
は
、
武
帝
の
頃
の
南
郡
と
嘉
禾
年
間
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長
沙
で
は
、
た
い
し
て
意
外
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

四
、
性
比
逆
転
の
原
因

な
ぜ
壮
年
男
性
の
減
少
速
度
が
非
常
に
急
激
な
の
か
、
吏
民
簿
か
ら
そ
の
原
因
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
于
振
波
二
〇
〇
四
ｃ
・

高
凱
二
〇
〇
三
は
、
兵
役
や
徭
役
な
ど
の
負
担
の
加
重
に
よ
る
と
す
る
。
高
凱
二
〇
〇
三
は
、「
又
多
残
老
、
少
有
丁
夫
」
と
い
う
呉

書
巻
十
二
駱
統
伝
の
一
節
を
引
く
。
駱
統
伝
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
孫
権
初
期
の
呉
に
お
い
て
は
、
兵
役
・
徭
役
徴
発
な
ど
の
影
響
で
壮

年
男
子
が
多
く
死
去
し
、
老
人
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
呉
建
安
一
三
年
（
二
〇
八
年
）、
赤
壁
戦
の
際
に
荊
州
兵
は
曹
操
側
に
動
員
さ

れ
、
後
漢
末
か
ら
長
沙
郡
は
荊
州
の
一
郡
と
し
て
争
奪
の
対
象
と
な
り35

、
さ
ら
に
し
ば
し
ば
「
蛮
」「
山
寇
」
の
反
乱
が
生
じ
た
（『
三

国
志
』
呉
書
巻
七
・
張
承
伝
、
呉
書
巻
七
・
歩
隲
伝
）。
す
で
に
戦
力
の
中
心
は
世
襲
の
兵
戸
で
あ
っ
た
が
（『
三
国
志
』
呉
書
巻
十
五
・
賀
斉
伝
）、
郡
・

県
の
兵
卒
も
依
然
存
在
し
た
（
陶
元
珍
一
九
三
三
）。
武
帝
時
南
郡
の
場
合
、
成
年
男
性
は
兵
卒
と
し
て
日
常
的
に
地
域
の
治
安
維
持
に

携
わ
り
（
鷲
尾
祐
子
二
〇
〇
九
。
第
一
章
）、
景
帝
三
年
（
前
一
五
四
）
呉
楚
七
国
の
乱
の
際
に
漢
が
動
員
し
た
百
万
も
の
兵
（『
史
記
』
斉
悼
恵

王
世
家
）
に
南
郡
の
卒
を
含
む
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
南
郡
は
南
越
侵
攻
の
影
響
を
受
け
た
（『
漢
書
』
西
南
夷
両
粤
朝
鮮
伝
）。
壮
年
男
性

減
少
の
一
因
は
、
兵
役
・
徭
役
に
あ
り
、
大
規
模
な
戦
役
に
よ
る
徴
兵
や
、
臨
戦
体
制
下
の
頻
繁
な
徴
兵
に
よ
っ
て
、
そ
の
傾
向
が
よ

り
顕
著
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
武
帝
期
南
郡
簿
と
孫
呉
長
沙
吏
民
簿
共
通
の
特
徴
で
あ
る
、
未
成
年
者
の
多
さ
、
性
比
の
逆
転
現
象
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
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し
か
し
、
長
沙
吏
民
簿
に
つ
い
て
、
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
点
が
も
う
一
つ
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
吏
民
簿
に
お
い
て

六
十
代
人
口
が
五
十
代
・
四
十
代
よ
り
も
多
い
こ
と
で
あ
る36

。
こ
の
現
象
の
検
討
に
は
、
同
地
域
・
異
な
る
時
期
の
人
口
集
計
と
の
比

較
が
必
要
で
あ
り
、と
り
あ
え
ず
五
十
代
六
十
代
の
人
口
記
載
に
問
題
が
あ
る
可
能
性
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
当
面
の
考
察
を
進
め
る
。

　

な
お
、
一
歳
児
と
死
（
物
故
）
の
記
載
は
嘉
禾
六
年
廣
成
郷
吏
民
簿
に
し
か
見
え
な
い
が
、
ど
ち
ら
も
非
常
に
少
な
い
。
一
歳
児
は

一
〇
人
、
一
一
パ
ー
ミ
ル
で
あ
り
、
年
少
人
口
の
多
い
傾
向
と
は
合
致
し
な
い37

。
ま
た
、
物
故
者
も
九
名
で
あ
り
、
粗
死
亡
率
九
．
六

パ
ー
ミ
ル
と
、
現
代
の
先
進
国
な
み
の
水
準
と
な
る
（
河
野
稠
果
二
〇
〇
七
。
三
一
頁
）。
こ
れ
ら
が
実
状
を
反
映
し
て
い
る
か
は
疑
問
で

あ
り
、
死
の
記
載
に
つ
い
て
は
あ
と
か
ら
修
正
と
し
て
書
き
入
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
死
者
は
本
来
吏
民
簿
に
記
載
す
る
対
象
で
は
な
か

っ
た
可
能
性
が
あ
る
（
嘉
禾
四
年
小
武
陵
郷
簿
に
は
、
記
載
が
な
い
）。

結
語

　

以
上
、
走
馬
楼
呉
簡
の
吏
民
簿
二
種
類
に
つ
い
て
、
性
別
年
齢
別
人
口
構
成
を
検
討
し
、
さ
ら
に
当
時
の
長
沙
郡
臨
湘
国
の
世
帯
構

造
に
つ
い
て
検
討
し
た
。吏
民
簿
二
種
類
に
残
存
す
る
人
々
の
年
齢
構
成
は
、一
四
歳
以
下
の
小（
未
成
年
）人
口
が
四
割
を
占
め
る
一
方
、

一
|
九
歳
か
ら
十
代
に
わ
た
る
人
口
の
減
少
が
急
激
で
あ
り
、
多
産
多
死
の
傾
向
を
あ
ら
わ
す
。
さ
ら
に
、
四
十
代
に
さ
し
か
か
る

と
人
口
が
減
少
し
始
め
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
人
々
が
四
十
代
ご
ろ
か
ら
寿
命
を
迎
え
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
典
籍

に
依
拠
す
れ
ば
、
彭
衛
一
九
八
八
は
前
漢
皇
帝
の
平
均
寿
命
を
算
出
し
、
四
一
歳
と
い
う
数
字
を
得
て
い
る
。
典
籍
に
み
え
る
死
亡
年
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齢
の
記
載
は
、
特
別
な
者
に
限
ら
れ
る
の
で
、
平
均
的
な
死
亡
年
齢
を
割
り
出
す
の
は
困
難
だ
が
、
こ
の
四
一
と
い
う
数
字
は
二
つ
の

簿
に
現
れ
た
傾
向
と
一
致
す
る
。

ま
た
一
四
歳
未
満
は
男
が
多
く
、
一
五
歳
以
上
は
女
が
多
い
と
い
う
性
差
逆
転
の
特
徴
を
有
し
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
壮
年
男
性
が
、

徭
役
兵
役
な
ど
の
徴
発
の
影
響
で
女
性
よ
り
い
っ
そ
う
死
に
近
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
よ
う
な
人
々
の
生
存
の
傾
向
を
、
労
働
力

と
な
る
時
期
、
婚
姻
や
出
産
、
配
偶
者
と
の
離
別
な
ど
の
人
生
の
出
来
事
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
の
過
程
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
同
時
に
家
族
の
変
化
す
る
サ
イ
ク
ル
を
追
求
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
二
つ
の
吏
民

簿
の
五
十
代
人
口
に
く
ら
べ
て
六
十
代
人
口
が
多
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
な
ど
、
課
題
も
存
在
す

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
人
口
構
成
の
資
料
は
非
常
に
乏
し
く
、
吏
民
簿
の
情
報
は
当
該
社
会
の
特
徴
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て

貴
重
で
あ
る
。

　

最
後
に
附
言
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
、
は
た
し
て
長
沙
と
い
う
蛮
の
盤
踞
す
る
南
方
地
域
に
お
け
る
特
殊
な
現
象
と
し
て
解

せ
る
か
で
あ
る
が
、
答
え
は
否
で
あ
る
。
当
時
の
長
沙
は
、
現
住
の
人
々
と
北
方
な
ど
か
ら
の
移
民
が
混
在
す
る
地
域
で
あ
っ
た
。
王

勇
二
〇
〇
九
に
よ
れ
ば
、湖
南
省
は
東
漢
以
降
人
口
が
大
幅
に
増
加
し
た
が
、そ
の
原
因
は
移
民
に
あ
る
と
い
う
。王
子
今
一
九
九
五
は
、

長
沙
郡
な
ど
南
方
に
む
け
て
の
移
民
の
大
量
発
生
は
、
東
漢
時
期
の
寒
冷
化
に
む
か
う
気
候
変
化
に
よ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
吏
民
簿

に
現
れ
た
婚
姻
年
齢
や
世
帯
の
傾
向
も
、
複
数
の
慣
習
の
混
淆
し
た
結
果
で
あ
る
。
当
然
嘉
禾
年
間
の
長
沙
と
い
う
地
域
性
・
時
代
性

を
念
頭
に
置
く
こ
と
は
、
人
々
の
生
の
過
程
と
、
家
族
の
サ
イ
ク
ル
と
を
考
え
る
前
提
と
し
て
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
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注

①　

本
論
で
い
う
家
族
と
は
、
主
に
「
世
帯
」
と
重
な
る
範
囲
を
指
す
。
世
帯
と
は
、「
住
居
を
同
じ
く
す
る
こ
と
、
親
族
関
係
に
あ
る
こ
と
、
活
動
を
共

に
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
（
ラ
ス
レ
ッ
ト
一
九
七
二
）、
異
な
る
社
会
の
家
族
を
比
較
す
る
た
め
の
基
礎
的
な
枠
組
み
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
同
様
の
枠

組
み
と
し
て
は
、
他
に
「
家
内
集
団
」
が
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
も
居
住
・
生
産
・
生
計
な
ど
の
機
能
の
共
同
に
よ
っ
て
単
位
を
析
出
す
る
。
木
下

太
志
二
〇
〇
三
参
照
。

　

基
本
的
に
は
、「
戸
」
が
居
住
と
生
計
を
共
同
に
す
る
成
員
か
ら
な
る
集
団
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
鷲
尾
祐
子
二
〇
〇
九
、
劉
欣
寧
二
〇
一
一

参
照
。
た
だ
し
、
戸
が
複
数
集
ま
っ
て
一
つ
の
世
帯
を
構
成
す
る
事
態
も
存
在
し
得
る
。『
三
国
志
』
魏
書
巻
二
十
三
・
趙
儼
伝
参
照
。

②　

た
と
え
ば
、
漢
の
最
前
線
地
帯
で
あ
る
エ
チ
ナ
川
流
域
か
ら
出
土
し
た
簡
牘
を
用
い
、
戍
卒
の
家
属
に
関
す
る
記
載
か
ら
世
帯
構
成
を
考
察
す
る
な

ど
、
す
で
に
成
果
が
存
在
す
る
。
穀
物
支
給
簿
と
関
所
通
過
の
た
め
の
証
明
書
（
符
）
を
用
い
る
。
佐
竹
靖
彦
一
九
八
〇
、
杜
正
勝
一
九
八
二
、
李
根

蟠
二
〇
〇
四
、
李
卿
二
〇
〇
五
。
佐
竹
靖
彦
一
九
八
〇
、
李
根
蟠
二
〇
〇
四
は
、
鳳
凰
山
十
号
墓
鄭
里
廩
墓
に
依
拠
し
て
家
族
規
模
を
算
出
す
る
。
楊

際
平
・
郭
鋒
・
張
和
平
一
九
九
七
は
、
敦
煌
出
土
の
戸
籍
に
み
え
る
家
庭
を
、
世
帯
構
造
別
に
分
け
て
集
計
し
、
核
家
族
が
主
流
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

時
代
は
く
だ
る
が
、
明
代
に
つ
い
て
は
万
暦
徽
州
黄
冊
の
記
載
に
も
と
づ
き
、
各
戸
の
規
模
・
世
帯
構
造
を
数
量
的
に
分
析
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。
落
合
恵
美
子
・
周
紹
泉
・
侯
楊
方
二
〇
〇
四
。

③　

主
に
、
一
、
世
帯
規
模
・
二
、
世
帯
構
造
・
三
、
婚
姻
年
齢
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
一
に
つ
い
て
は
、
于
振
波
二
〇
〇
四
ａ
、
孫
聞
伝
二
〇
一
〇
は
、

一
戸
あ
た
り
の
平
均
口
数
は
漢
に
お
け
る
標
準
（
五
口
）
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
二
に
つ
い
て
、
町
田
隆
吉
二
〇
〇
七
は
、
名
籍
簡

複
数
を
接
続
し
て
戸
全
体
の
簿
を
復
元
し
、
核
家
族
以
外
に
多
様
な
家
族
形
態
が
存
在
す
る
こ
と
を
述
べ
、
于
振
波
二
〇
〇
七
ａ
は
家
族
成
員
の
続
柄
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（
父
・
母
・
妻
・
子
・
兄
・
弟
・
姪
な
ど
）
ご
と
に
人
数
を
集
計
し
、
当
時
の
家
庭
は
主
幹
家
庭
と
複
合
家
庭
を
主
と
し
て
い
た
と
述
べ
る
。
町
田
隆
吉
・

于
振
波
・
孫
聞
伝
前
掲
論
文
な
ど
、
戸
に
は
孤
児
や
寡
婦
な
ど
（
宗
族
外
の
存
在
で
あ
る
妻
の
親
族
ま
で
含
む
こ
と
が
あ
る
）
の
み
よ
り
の
な
い
親
族

を
扶
養
す
る
側
面
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
小
林
洋
介
二
〇
〇
五
は
、
当
時
の
家
庭
に
妻
の
親
族
な
ど
の
外
家
を
含
む
こ
と
を
述
べ
る
。
一
方
、

最
も
主
流
の
形
態
は
や
は
り
核
家
族
で
あ
っ
た
と
す
る
説
も
あ
る
（
孫
聞
伝
二
〇
一
〇
、
賈
麗
英
二
〇
一
〇
）。
３
に
つ
い
て
、
于
振
波
二
〇
〇
七
ｂ
は
、

「
竹
簡
壹
」
の
師
佐
籍
と
吏
民
簿
か
ら
某
年
齢
に
お
け
る
既
婚
者
と
未
婚
者
を
集
計
し
、
当
時
の
女
性
が
結
婚
す
る
基
本
年
齢
は
十
五
歳
で
あ
る
と
す
る
。

ま
た
、
小
林
洋
介
二
〇
〇
五
は
、
各
戸
簡
の
末
尾
に
置
か
れ
る
戸
単
位
に
口
数
を
集
計
す
る
簡
の
中
で
も
、
資
産
状
況
を
付
記
し
て
い
る
簡
を
用
い
て
、

資
産
額
と
戸
の
規
模
は
対
応
す
る
か
否
か
を
検
討
し
て
い
る
。

④　

吏
民
簿
の
名
称
は
、
汪
小
烜
二
〇
〇
四
参
照
。
吏
籍
と
民
籍
が
別
個
で
存
在
し
た
と
す
る
説
が
あ
る
（
王
素
・
宋
少
華
・
羅
新
一
九
九
九
）。
一
方
、

吏
民
と
は
一
般
編
戸
を
指
す
と
の
指
摘
も
多
く
（
黎
虎
二
〇
〇
五
、
黎
虎
二
〇
〇
七
、
臧
知
非
・
沈
華
・
高

二
〇
〇
七
参
照
）、
こ
の
理
解
に
よ

る
な
ら
ば
吏
民
簿
は
一
般
編
戸
民
の
簿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
關
尾
史
郎
二
〇
〇
六
）。
し
か
し
吏
役
を
担
う
世
襲
の
吏
戸
が
存
在
し
（
孟
彦
弘

二
〇
〇
八
）、
吏
戸
と
民
戸
は
別
個
だ
が
二
者
合
同
で
名
簿
を
作
成
し
た
と
い
う
説
も
あ
る
（
張
栄
強
二
〇
〇
六
・
侯
旭
東
二
〇
〇
九
）。
な
お
、
典

籍
よ
り
編
戸
さ
れ
な
い
世
襲
兵
戸
の
存
在
が
確
認
さ
れ
（『
三
国
志
』
呉
書
巻
十
五
・
賀
齊
伝
な
ど
）、
こ
の
よ
う
な
人
々
は
吏
民
簿
に
は
記
載
さ
れ

な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
郡
・
縣
な
ど
地
方
に
属
し
た
兵
（
陶
元
珍
一
九
三
三
）
は
こ
れ
と
別
の
存
在
で
あ
り
、
吏
民
簿
に
記
載
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
屯
田
民
も
典
農
部
に
管
掌
さ
れ
る
た
め
、
郷
里
に
属
す
る
編
戸
民
と
は
別
の
籍
に
編
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
（
葛
剣
雄
二
〇
〇
二
）。

⑤　
「
と
こ
ろ
で
江
戸
時
代
農
村
の
核
家
族
世
帯
比
率40

％
と
い
う
の
は
、
ふ
つ
う
想
像
さ
れ
る
以
上
に
高
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

後
継
ぎ
に
な
る
子
（
お
も
に
長
男
）
が
結
婚
し
て
も
親
・
兄
弟
と
同
居
す
る
よ
う
な
、
つ
い
最
近
ま
で
支
配
的
だ
っ
た
日
本
の
家
族
制
度
（
直
系
家

族
制
）
の
も
と
で
も
、
死
亡
率
が
高
く
、
平
均
余
命
の
短
い
江
戸
時
代
に
は
、
家
族
の
周
期
的
変
化
の
１
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
、
核
家
族
形
態
は
こ
の

程
度
の
頻
度
で
出
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
核
家
族
世
帯
が
制
度
的
に
広
く
存
在
し
て
い
る
の
と
は
全
く
意
味
が
違
う
の
で
あ
る
。」
鬼
頭
宏
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二
〇
〇
〇
、二
三
一
頁
。

⑥　

有
世
帯
主
率
と
は
、
人
口
を
男
女
・
年
齢
・
配
偶
関
係
別
に
区
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
区
分
さ
れ
た
人
口
の
ど
れ
だ
け
が
世
帯
主
で
あ
る
か
を
示
す
指
標
。

こ
の
比
率
が
高
い
ほ
ど
、
核
家
族
化
・
あ
る
い
は
単
独
世
帯
化
の
程
度
が
高
い
。
河
野
稠
果
一
九
八
六
第
二
版
一
四
六
頁
参
照
。

⑦　
「
小
武
陵
郷
□
嘉
禾
四
年
吏
民
人
名
妻
子
年
紀
簿
」
図
１
、10397

。
凌
文
超
二
〇
一
一
参
照
。

⑧　

既
往
の
研
究
で
は
お
も
に
算
賦
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
徭
役
の
可
能
性
も
あ
り
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
戸
単
位
集
計
簡
の
事
に
つ
い
て
も
、
徭

役
に
つ
い
て
の
記
載
と
考
え
ら
れ
る
が
、
な
ぜ
前
後
ふ
た
つ
記
載
が
あ
る
の
か
不
明
。
張
栄
強
二
〇
〇
四
、
于
振
波
二
〇
〇
四
ｂ
、
凌
文
超
二
〇
一
一
、

楊
振
紅
二
〇
一
一
参
照
。

⑨　

刑
（
創
）
は
、
身
体
が
刀
で
傷
つ
け
ら
れ
、
障
害
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
胡
平
生
二
〇
〇
二
、
王
素
二
〇
〇
八
参
照
。

⑩　

他
に
、
軍
吏
・
州
吏
・
縣
吏
が
み
え
る
。
給
某
吏
、
あ
る
い
は
給
縣
卒
と
付
記
さ
れ
る
人
々
は
、
す
べ
て
戸
人
で
あ
る
。
韓
樹
峰
・
王
貴
永
二
〇
一
一

の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
竹
簡
貳
」
示
意
図
関
連
簿
も
、
同
様
に
某
吏
と
某
卒
（
驛
卒
を
の
ぞ
く
）
と
さ
れ
る
人
々
は
、
す
べ
て
戸
人
で
あ
る
。
韓
・
王

は
某
吏
某
卒
ゆ
え
に
戸
の
筆
頭
に
記
載
す
る
の
で
あ
り
彼
ら
は
戸
人
で
は
な
い
と
す
る
が
、「
竹
簡
壹
」
示
意
図
関
連
簿
お
よ
び
ほ
と
ん
ど
の
簡
に
み
え

る
記
載
で
は
、
給
吏
給
卒
が
戸
人
で
あ
り
、
戸
人
が
給
吏
給
卒
と
な
る
と
い
う
逆
の
説
明
も
可
能
で
あ
る
。

⑪　

当
該
名
簿
で
は
、
縣
卒
の
み
見
え
る
が
、
後
述
す
る
「
竹
簡
貳
」
示
意
図
関
連
の
名
簿
に
は
、
佃
帥
・
驛
兵
（
卒
）・
習
射
・
官
瓦
師
・
園
父
・

父
・

子
弟
な
ど
の
多
彩
な
徭
役
が
見
え
る
。

⑫　

示
意
図
２
は
、
簡
冊
の
外
側
か
ら
平
陽
里
・
東
陽
里
・
高
遷
里
・
吉
陽
里
の
順
で
並
び
、
も
っ
と
も
外
周
に
、
安
陽
里
が
一
つ
存
在
す
る
。
示
意
図
外

の
戸
人
簡
も
、
平
陽
・
東
陽
・
高
遷
・
吉
陽
で
占
め
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
示
意
図
外
に
一
例
の
み
宜
都
里
（10201

）、
□
﹇
興
﹈
里
（10539

）
が
見

え
る
。
小
﹇
尚
﹈(

？)

里
（10496

）
は
中
郷
所
属
の
小
赤
里
と
考
え
ら
れ
る
（
楊
芬
二
〇
一
一
に
中
郷
所
属
の
里
を
考
察
す
る
）
た
め
、
除
外
し
た
。

10539

も
里
名
が
不
明
の
た
め
除
外
す
る
。
ま
た
、
宜
陽
里
と
釈
読
さ
れ
て
い
る
簡
が
一
点
あ
る
が
、
図
版
に
依
拠
す
れ
ば
吉
陽
と
釈
す
の
が
適
切
で
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あ
る
（10139

）。
宜
都
里
簡
は
、
所
属
不
明
な
た
め
除
外
し
た
。
嘉
禾
四
年
の
戸
口
数
を
記
載
し
た
簡
か
ら
小
武
陵
郷
は
一
九
四
戸
で
あ
る
こ
と
が
明

か
で
あ
り
、
当
該
簿
中
に
出
現
し
て
い
る
里
集
計
簡
（
後
述
）
に
み
え
る
戸
数
は
み
な
三
六
戸
と
三
八
戸
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
凌
文
超
二
〇
一
一
は
嘉

禾
四
年
小
武
陵
郷
は
五
里
か
ら
な
る
と
す
る
。
上
述
の
除
外
簡
の
ほ
か
、
書
式
の
相
違
す
る
簡
を
除
外
し
た
。10072

・10150

・10201

・10496

・105

20
・10526

・10532

・10533

・10536

・10538

・10539

・10540

の
一
二
簡
を
除
く
。

⑬　

四
年
小
武
陵
郷
の
人
口
は
、「
竹
簡
壹
」
に
記
載
す
る
簡
が
有
る
。
三
通
り
の
釈
文
が
あ
る
が
、
す
べ
て
人
口
は
九
五
一
人
と
す
る
。

「
竹
簡
壹
」

←

右
小
武
陵
郷
領
四
年
吏
民
一
百
九
十
四
□
、
民
口
九
百
五
十
一
人
吏
口
□
□
□
﹇
筭
﹈
一
千
三
百
卅
四
錢
（4985

）

凌
文
超
二
〇
一
一
修
正　

↓
右
小
武
陵
郷
領
四
年
吏
民
一
百
九
十
四
﹇
戸
﹈、
口
九
百
五
十
一
人
、﹇
收
更
口
筭
錢
合
﹈
□
□
一
千
三
百
卅
四
錢
（4985

）

ま
た
、
簡
牘
集
成
（
中
國
簡
牘
集
成
編
輯
委
員
會
編
二
〇
〇
五
） 

も
、「
竹
簡
壹
」
と
は
異
な
る
釈
文
を
挙
げ
る
。

　

↓
右
小
武
陵
郷
領
四
年
吏
民
一
百
九
十
四
□
、
口
九
百
五
十
一
、
吏
口
□
□
□
、
筭
一
千
三
百
卅
四
錢

⑭　

総
人
口
二
三
一
一
人
（「
竹
簡
貳
」2529
）
中
九
三
〇
人
の
年
齢
と
性
別
・
続
柄
の
三
者
が
把
握
可
能
。
約40

％
。「
竹
簡
貳
」1536-2496

（16

盆　

宋
少
華
二
〇
一
一
参
照
）
か
ら
、
書
式
の
相
違
す
る
下
記
の
九
一
片
を
除
外
し
た
。

1543.1600.1603.1605.1606.1812.1882.1999.2023.2024.2025.2062.2094.2096.2099.2133.2134.2135.2137.2138.2140.214

1.2143.2144.2146.2150.2157.2159.2160.2179.2180.2193.2212.2215.2218.2226.2227.2228.2229.2230.2231.2232.2233.2

235.2236.2237.2240.2241.2243.2244.2245.2247.2252.2253.2257.2258.2260.2261.2268.2289.2294.2330.2340.2345.2350

.2351.2361.2394.2395.2421.2424.2427.2430.2431.2432.2449.2450.2451.2452.2453.2454.2456.2457.2458.2461.2466,24

74.2479.2485.2488.2490

。

⑮　
「
竹
簡
肆
」
に
も
書
式
や
集
計
か
ら
、
吏
民
簿
を
構
成
す
る
一
連
の
簡
と
考
え
ら
れ
る
簡
群
が
有
り
、
示
意
図
が
附
さ
れ
て
い
る
が
（
示
意
図
１
、
示
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意
図
２
、
示
意
図
３
、
示
意
図
４
、
示
意
図11

）、
こ
れ
ら
に
は
無
字
簡
は
存
在
し
な
い
。「
竹
簡
壹
」「
竹
簡
貳
」
が
井
戸
か
ら
運
び
出
さ
れ
て
後
発
見

さ
れ
た
経
緯
か
ら
、
本
来
的
に
無
字
の
簡
が
簿
籍
内
に
存
在
し
た
の
で
は
な
く
、
字
跡
が
消
え
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

⑯　

二
〇
一
一
年
度
の
国
際
統
計
（W

H
O

の
世
界
保
健
統
計http://m

em
orva.jp/ranking/unfpa/w

ho_2011_population_15_60.php

）
を
参

照
す
る
と
、
十
五
歳
以
下
が
四
割
を
占
め
る
国
々
は
、
コ
ン
ゴ
、
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
・
ト
ー
ゴ
・
ジ
ン
バ
ブ
エ
な
ど
で
あ
る
（
最
高
は
五
割
。
ニ

ジ
ェ
ー
ル
）。
日
本
は
一
九
三
〇
年
に
十
五
歳
未
満
年
少
人
口
が36.9

％
で
あ
っ
た
（
河
野
稠
果
『
人
口
学
へ
の
招
待―

少
子
・
高
齢
化
は
ど
こ
ま
で
解

明
さ
れ
た
か
』
中
公
新
書
二
〇
〇
七
年
）。
一
|
九
歳
に
比
較
し
て
十
代
の
人
口
が
半
数
で
あ
る
状
況
と
あ
わ
せ
て
鑑
み
る
と
、
当
時
の
長
沙
が
多
産

多
死
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

⑰　

閻
愛
民
二
〇
〇
五
は
、『
北
堂
書
鈔
』
巻
七
五
引
く
謝
承
『
後
漢
書
』
宋
度
傳
に
み
え
る
間
引
き
の
例
を
紹
介
し
、
毎
年
三
千
も
の
嬰
児
が
間
引
き
の

対
象
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
ま
た
、
後
漢
書
賈
彪
傳
か
ら
、
桓
帝
時
に
汝
南
郡
新
息
縣
で
は
毎
年
千
人
が
間
引
き
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
戦
国
時
代
秦

律
に
は
新
生
児
殺
害
に
対
す
る
罰
則
が
あ
り
（「
睡
虎
地
秦
簡
」
法
律
答
問69-70

）、
漢
代
の
上
奏
に
は
民
間
に
間
引
き
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
記
述
が
見
え
（『
漢
書
』
王
吉
傳
）、
晋
（「
産
子
不
養
者
、
有
罰
。」
張
鵬
一
著
・
徐
清
廉
校
補
一
九
八
九
）・
宋
（『
宋
書
』
巻
八
十
二
・
周
朗
傳
）・

南
斉
（『
南
斉
書
』
巻
三
・
武
帝
紀
）
に
は
間
引
き
を
禁
止
す
る
法
律
・
制
度
が
存
在
し
た
こ
と
か
ら
、
戦
国
時
代
か
ら
南
朝
に
か
け
て
、
民
間
に
間
引

き
慣
行
が
存
在
し
、
国
家
が
問
題
視
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

⑱　
「
且
父
母
之
於
子
也
、
産
男
則
相
賀
、
産
女
則
殺
之
。
此
俱
出
父
母
之
懷
衽
、
然
男
子
受
賀
、
女
子
殺
之
者
、
慮
其
後
便
、
計
之
長
利
也
。」（『
韓
非
子
』

六
反
篇
）

⑲　
「
し
ま
い
が
〇
で
終
わ
る
…
五
十
歳
と
か
が
異
常
に
多
い
。そ
の
次
に
多
い
の
が
、し
ま
い
が
五
で
終
わ
る
、…
こ
れ
を
年
齢
分
布
の
偏
り（
ヒ
ー
ピ
ン
グ
）

と
い
い
ま
す
。
…
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
そ
う
い
う
年
齢
の
末
尾
の
数
字
の
分
布
を
、
大
事
な
指
標
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
社
会
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
が
自
分
の
年
齢
を
正
確
に
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
の
指
標
に
な
る
わ
け
で
す
。」（
速
水
融
一
九
九
七
。
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五
一
頁
）

⑳　

例
え
ば
、
明
代
万
暦
徽
州
黄
冊
で
は
、
女
性
は
男
性
の
半
数
だ
が
、
こ
れ
は
未
婚
者
を
記
載
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、
百
歳
以
上
の
高
齢
者
が
全
体
の

12
％
を
占
め
る
の
は
戸
の
連
続
性
を
示
す
た
め
に
意
図
的
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
落
合
・
周
・
侯
二
〇
〇
四
参
照
。
ま
た
、
日
本
江
戸
時

代
の
「
陸
奥
国
会
津
郡
鴇
巣
村
宗
門
改
人
別
家
別
帳
」
で
は
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
が
死
亡
し
た
翌
年
に
は
「
名
跡
」
と
し
て
、
一
人
暮
ら
し
に

た
え
な
い
十
歳
未
満
の
こ
ど
も
が
記
録
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
百
姓
株
の
習
慣
に
よ
っ
て
世
帯
の
消
滅
が
制
約
さ
れ
る
た
め
、
記
録
上
世
帯
が
存
続
し

続
け
る
よ
う
に
し
た
の
だ
と
い
う
（
岡
田
あ
お
い
一
九
九
九
）。

㉑　
「
可
（
何
）
謂
匿
戸
及
敖
童
弗
傅
。
匿
戸
弗

（
徭
）、
使
、
弗
令
出
戸
賦
之
謂

（
也
）。」（『
睡
虎
池
秦
簡
』
法
律
答
問165

）

㉒　
「
民
占
数
以
男
為
女
、
辟
更
徭
、
論
為
司
寇
。」（
武
威
旱
灘
坡
5
）
李
均
明
・
劉
軍
一
九
九
三
。

㉓　

ま
た
、
申
告
年
齢
が
事
実
と
相
違
し
た
場
合
、
申
告
者
を
罰
す
る
律
は
、
漢
初
に
す
で
に
存
在
し
た
。

「
諸
民
皆
自
占
年
。
小
未
能
自
占
、
而
毋
父
母
・
同
産
爲
占
者
、
吏
以
高
比
定
其
年
。
自
占
、
占
子
・
同
産
年
、
不
以
實
三
歳
以
上
、
皆
耐
。
産
子
者
、

恆
以
戸
時
占
。
…
」（「
二
年
律
令
」325
|327
戸
律)

彭
浩
・
陳
偉
・
工
藤
元
男
主
編
二
〇
〇
七
、
禹
文
玲
二
〇
〇
六
参
照
。

　

里
耶
秦
簡J1

⑯
009A

は
、
某
郷
が
移
住
者
の
年
籍
を
移
住
元
の
郷
に
催
促
す
る
文
書
で
あ
り
、
年
齢
把
握
の
重
要
性
を
反
映
す
る
（
湖
南
省
文
物

研
究
所
・
湘
西
土
家
族
苗
族
自
治
州
文
物
処
・
龍
山
県
文
物
管
理
所
二
〇
〇
三
）。
後
漢
初
光
武
帝
時
に
は
「
戸
口
年
紀
互
有
増
減
」（『
後
漢
書
』
劉
隆

伝
）
で
あ
っ
た
た
め
、
州
郡
に
調
査
さ
せ
て
い
る
。
南
朝
に
は
、
年
齢
記
載
が
誤
っ
て
い
る
例
が
あ
り
（
本
人
の
故
意
で
は
な
く
、
官
吏
の
記
載
が
ず

さ
ん
な
た
め
の
よ
う
だ
が
）、
把
握
が
弛
緩
し
て
い
く
状
況
が
窺
え
る
（「
母
本
側
庶
、
籍
注
失
實
、
年
未
及
養
、
而
籍
年
已
滿
、
便
去
職
歸
家
。」『
宋
書
』

巻
九
十
一
何
子
平
傳
。）

㉔　
「
婦
人
免
乳
大
故
、
十
死
一
生
。」（『
漢
書
』
外
戚
傳
上
）

㉕　

彭
浩
二
〇
〇
九
は
建
元
二
年
の
可
能
性
が
高
い
と
す
る
。
記
載
は
以
下
の
通
り
。
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●
二
年
西

戶
口
薄 

戸
千
一
百
九
十
六  

息
戸
七
十 

戸
三
十
五  

相
除
定
息
四
十
五
戸   

大
男
九
百
九
十
一
人  

小
男
千
四
十
五
人  

大
女
千
六
百
九
十
五
人  

小
女
六
百
四
十
二
人 

（
上
段
）

息
口
八
十
六
人  

口
四
十
三
人  

相
除
定
息
口
四
十
三 

●
凡
口
四
千
三
百
七
十
三
人  

（
下
段
）

㉖　

戸
口
数
は
表
面
、
男
女
別
人
口
と
、
老
年
幼
年
の
人
口
は
裏
面
に
記
載
さ
れ
る
。
男
女
別
、
老
年
幼
年
人
口
の
記
載
は
以
下
の
通
り
。

男
子
七
十
萬
六
千
六
十
四
？
人
女
子
六
十
八
萬
八
千
一
百
卅
二
人
女
子
多
前
七
千
九
百
廿
六

年
八
十
以
上
三
萬
三
千
八
百
七
十
一
六
歳
以
下
廿
六
萬
二
千
五
百
八
十
八
凡
廿
九
萬
六
千
四
百
五
十
九
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年
九
十
以
上
萬
一
千
六
百
七
十
人
年
七
十
以
上
受
杖
二
千
八
百
廿
三
人
凡
萬
四
千
四
百
九
十
三
多
前
七
百
一
十
八

㉗　

こ
の
名
簿
の
七
十
以
上
受
杖
者
は
、
高
齢
者
に
王
杖
を
授
け
て
特
権
を
与
え
る
制
度
（『
續
漢
書
』
禮
儀
志
中
・
仲
秋
之
月
参
照
）
に
基
づ
き
授
け
ら

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
受
杖
高
齢
者
の
口
数
（
二
八
二
三
人
）
は
八
十
以
上
の
口
数
よ
り
少
な
い
た
め
、
こ
れ
が
記
載
の
誤
り
で
な
い
と
し
た
ら
、

受
杖
者
は
七
十
以
上
の
者
す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
永
田
英
正
二
〇
〇
〇
も
全
員
に
王
杖
が
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
杖
を
授
か
る
に
は

そ
れ
な
り
の
条
件
や
資
格
な
ど
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
述
べ
る
。
し
か
し
こ
の
資
料
に
よ
る
七
十
代
以
上
の
人
口
総
数
の
把
握
は
で
き
な
い
の

で
、
七
十
代
以
上
人
口
に
つ
い
て
は
比
較
し
な
か
っ
た
。

㉘　

尹
湾
集
簿
に
つ
い
て
、
高
大
倫
一
九
九
八
は
、
男
女
数
の
合
計
が
記
載
さ
れ
て
い
る
総
人
口
に
合
致
し
な
い
こ
と
を
指
摘
、
ま
た
女
性
の
み
前
年
比
増

加
数
を
記
載
し
八
〇
歳
以
上
の
人
口
が
多
す
ぎ
る
な
ど
の
問
題
点
が
存
在
し
、
さ
ら
に
成
帝
元
延
年
間
の
尹
湾
集
簿
と
『
漢
書
』
地
理
志
記
載
の
元
始

二
年
戸
口
数
を
比
較
す
る
と
、
成
長
の
速
度
が
速
す
ぎ
て
不
合
理
で
あ
り
、
集
簿
戸
口
数
字
は
信
用
で
き
な
い
と
述
べ
る
。
葛
剣
雄
二
〇
〇
二
第
一
巻

導
論
・
先
秦
至
南
北
朝
時
期
は
、
当
該
簿
は
副
本
で
あ
る
た
め
、
女
子
増
加
数
は
記
載
さ
れ
て
い
る
が
男
子
は
無
い
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
高
齢
と
小

児
人
口
の
総
人
口
中
に
占
め
る
比
例
に
は
錯
誤
が
あ
る
が
、
し
か
し
多
く
の
現
象
は
合
理
的
な
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
集
簿
中
の
基
本
的
戸
口
数
は
お

お
む
ね
正
確
で
あ
る
と
述
べ
る
。
高
大
倫
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
八
十
歳
以
上
の
人
口
割
合
は
高
め
で
あ
り
、
老
齢
人
口
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で

あ
る
。

  

ま
た
、
李
成
珪
二
〇
〇
二
は
、
集
簿
に
見
え
る
性
比
、
六
歳
以
下
人
口
、
八
十
歳
以
上
人
口
を
虚
偽
と
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
こ
れ
が
太
平
の
世
の
実

現
を
ね
つ
造
す
る
た
め
の
文
書
で
あ
る
と
い
う
推
論
と
、
清
代
以
降
の
人
口
デ
ー
タ
で
あ
る
。
李
説
は
、
集
簿
を
虚
偽
と
判
定
す
る
有
効
な
根
拠
に
不

足
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
高
年
齢
者
人
口
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
不
自
然
な
点
が
あ
る
。

㉙　

吏
民
簿
と
案
比
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
楊
際
平
二
〇
〇
七
参
照
。
上
計
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
鷲
尾
報
告
書
二
〇
一
一
参
照
。

㉚　
「
秋
冬
歳
盡
、
各
計
縣
戸
口
墾
田
・
銭
穀
入
出
・
盗
賊
多
少
、
上
其
集
簿
。
丞
尉
以
下
、
歳
詣
郡
、
課
校
其
功
。
功
多
尤
為
最
者
、
於
廷
尉
（
慰
）
労
勉
之
、
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以
勧
其
後
。
負
多
尤
為
殿
者
、
於
後
曹
別
責
、
以
糾
怠
慢
也
。」（『
續
漢
書
』
百
官
志
劉
昭
注
引
く
胡
廣
『
漢
官
解
詁
』）

㉛　

廿
七
年
（
＝
二
七
年　

前
二
二
〇
）
遷
陵
貳
春
郷
積
戸

　
　

亡
者
二
人L

（
行
＋
率
）｛
率
｝
之
（
？
之
は
二
の
誤
り
か
。）
萬
五
千
三
戸
而

（
湖
南
省
龍
山
県
里
耶
古
城Ｊ

１
⑧
927　

張
春
龍
二
〇
〇
九
）

32　

●
戸
凡
九
千
一
百
六
十
九
少
前　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卿

　
　
　

口
四
萬
九
百
七
十
少
前

　
　

●
東
郷
戸
千
七
百
八
十
三
口
七
千
七
百
九
十
五

　

戸　

都
郷
戸
二
千
三
百
九
十
八
口
萬
八
百
一
十
九

　
　
　

楊
池
郷
戸
千
四
百
五
十
一
口
六
千
三
百
廿
八

　

口　

鞠
郷
戸
八
百
八
十
口
四
千
五

　
　
　

垣
雍
北
郷
戸
千
三
百
七
十
五
口
六
千
三
百
五
十
四

　
　
　

垣
雍
東
郷
戸
千
二
百
八
十
二
口
五
千
六
百
六
十
九

　

簿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（40-1

Ａ

）

　
　

集
八
月
事
筭
二
萬
九
復
筭
二
千
卌
五

　
　
　
　

都
郷
八
月
事
筭
五
千
卌
五

　
　
　
　

東
郷
八
月
事
筭
三
千
六
百
八
十
九

　

筭　
　

垣
雍
北
郷
戸
八
月
事
筭
三
千
二
百
八
十
五
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垣
雍
東
郷
八
月
事
筭
二
千
九
百
卅
一

　
　
　
　

鞠
（
？
）
郷
八
月
事
筭
千
八
百
九
十

　
　
　
　

楊
池
郷
八
月
事
筭
三
千
一
百
六
十
九

  　
　

●
右
八
月

　

簿
●
集
九
月
事
筭
万
九
千
九
百
八
十
八
復
筭
二
千
六
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

卿(40-1
Ｂ

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
長
市
文
物
管
理
所
・
天
長
市
博
物
館
二
〇
〇
六
）

33　

前
漢
初
期
、
中
央
に
全
国
の
上
計
を
管
掌
す
る
計
相
（
主
計
）
が
置
か
れ(

「
遷
為
計
相
、
一
月
、
更
以
列
侯
為
主
計
四
歳
。『
史
記
集
解
』
所
引
張
晏

曰
、
以
列
侯
典
校
郡
国
簿
書
。」『
史
記
』
張
丞
相
列
伝
参
照)

、
宣
帝
時
に
は
御
史
に
実
状
と
合
致
し
な
い
簿
を
と
り
調
べ
さ
せ
、
審
査
体
制
を
強
化
し

た
（「
御
史
察
計
簿
、疑
非
実
者
、按
之
、使
真
偽
毋
相
乱
。」『
漢
書
』
宣
帝
紀　

黄
龍
元
年
）。
上
計
簿
は
ま
ず
丞
相
（
司
徒
）
に
提
出
さ
れ
（『
後
漢
書
』

文
苑
列
伝
下　

趙
壹
傳
）、
後
漢
に
は
皇
帝
の
喉
舌
た
る
尚
書
が
計
簿
を
担
当
し
た
（『
周
禮
』
天
官
司
會
鄭
玄
注
）。

34　
「
後
為
茂
陵
令
、
会
課
、
育
第
六
。
而
漆
令
郭
舜
殿
、
見
責
問
、
育
為
之
請
、
扶
風
怒
曰
、
君
課
第
六
、
裁
自
脱
、
何
暇
欲
為
左
右
言
。
及
罷
出
、
伝

召
茂
陵
令
詣
後
曹
、
当
以
職
事
対
。」（『
漢
書
』
蕭
育
傳
）

35　

嘉
禾
年
間
に
よ
り
近
い
事
例
で
は
建
安
二
〇
年
（
二
一
五
年
）
に
呂
蒙
ら
率
い
る
軍
が
長
沙
を
奪
取
し
て
い
る
（『
三
国
志
』
呉
書
巻
九
・
呂
蒙
伝
）

36　
「
竹
簡
壹
」
の
名
籍
類
で
は
、
負
担
を
課
せ
ら
れ
る
者
に
付
せ
ら
れ
る
筭
は
大
男
・
大
女
の
う
ち
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
者
に
記
載
さ
れ
る
。
于

振
波
二
〇
〇
四
ｂ
参
照
。
六
十
代
以
上
は
負
担
が
免
除
さ
れ
る
た
め
、
四
十
代
五
十
代
以
降
の
者
が
虚
偽
の
申
告
を
お
こ
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
だ

が
、
嘉
禾
六
年
簿
の
場
合
、
す
で
に
五
十
代
に
つ
い
て
は
筭
の
記
載
が
無
く
（
鷲
尾
祐
子
二
〇
一
〇
参
照
）、
国
家
負
担
を
免
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
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六
十
代
を
詐
称
す
る
理
由
は
無
い
。
戦
乱
な
ど
の
影
響
で
、
四
十
年
か
ら
五
十
九
年
前
に
出
生
人
口
の
著
し
い
低
下
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
な
ど
の
推
測

も
可
能
で
あ
る
。

37　

た
だ
し
、
嘉
禾
四
年
十
月
か
ら
五
年
夏
ま
で
雨
が
降
ら
ず
（『
三
国
志
』
呉
書
巻
二
・
呉
主
伝
）、
前
年
度
の
天
候
不
順
の
影
響
で
出
産
が
減
少
し
た
可

能
性
も
あ
る
。

参
考
文
献

走
馬
楼
呉
簡
テ
キ
ス
ト

「
竹
簡
壹
」 

長
沙
文
物
考
古
研
究
所
・
中
國
文
物
研
究
所
・
北
京
大
學
歴
史
學
系
二
〇
〇
三
『
長
沙
走
馬
楼
三
國
呉
簡
』
竹
簡
壹

（
上
中
下
）
文
物
出
版
社

「
竹
簡
貳
」 

長
沙
簡
牘
博
物
館
・
中
國
文
物
研
究
所
・
北
京
大
學
歴
史
學
系
二
〇
〇
七
『
長
沙
走
馬
楼
三
國
呉
簡
』
竹
簡
貳
（
上
中
下
）
文
物
出
版
社

「
竹
簡
参
」 

長
沙
簡
牘
博
物
館
・
中
國
文
物
研
究
所
・
北
京
大
學
歴
史
學
系
二
〇
〇
八
『
長
沙
走
馬
楼
三
國
呉
簡
』
竹
簡
参
（
上
中
下
）
文
物
出
版
社

日
文岡

田
あ
お
い
一
九
九
九
「
労
働
力
安
定
装
置
と
し
て
の
直
系
家
族
世
帯
」『
帝
京
社
会
学
』
一
二
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落
合
恵
美
子
・
周
紹
泉
・
侯
楊
方
二
〇
〇
四
「
中
国
明
代
黄
冊
の
歴
史
人
口
学
的
分
析
|
万
暦
徽
州
黄
冊
底
籍
に
見
る
世
帯
・
婚
姻
・
承
継
」
佐
藤

康
行
ら
篇
『
変
貌
す
る
東
ア
ジ
ア
の
家
族
』
早
稲
田
大
学
出
版
部

河
野
稠
果
一
九
八
六
『
世
界
の
人
口
』
東
京
大
学
出
版
会　

河
野
稠
果
二
〇
〇
七
『
人
口
学
へ
の
招
待
|
少
子
・
高
齢
化
は
ど
こ
ま
で
解
明
さ
れ
た
か
』
中
公
新
書

鬼
頭
宏
二
〇
〇
〇
『
人
口
か
ら
読
む
日
本
の
歴
史
』 

講
談
社
学
術
文
庫 

木
下
太
志
二
〇
〇
三
「
家
族
と
世
帯
の
研
究
史―

文
化
人
類
学
と
歴
史
学
を
中
心
と
し
て―

」『
人
類
史
の
な
か
の
人
口
と
家
族
』
晃
洋
書
房

小
林
洋
介
二
〇
〇
五
「
正
倉
院
籍
帳
と
長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡
」『
史
観
』
第
一
五
三
冊

佐
竹
靖
彦
一
九
八
〇
「
中
国
古
代
の
家
族
と
家
族
的
社
会
秩
序
」『
東
京
都
立
大
学
人
文
学
報
』
一
四
一

關
尾
史
郎
二
〇
〇
六
「
長
沙
呉
簡
中
の
名
籍
に
つ
い
て―

史
料
群
と
し
て
の
長
沙
呉
簡
・
試
論(2)―

」『
唐
代
史
研
究
』
九

永
田
英
正
二
〇
〇
〇
「
江
蘇
尹
湾
漢
墓
出
土
簡
に
つ
い
て
の
考
察
|
と
く
に
「
集
簿
」
を
中
心
と
し
て
」『
史
窓
』
五
七

速
水
融
一
九
九
七
、『
歴
史
人
口
学
の
世
界
』
岩
波
書
店
一
九
九
七
年

ピ
ー
タ
ー
・
ラ
ス
レ
ッ
ト
一
九
七
二
“La Fem

ille et le m
é nage:approches historiques in A

nnales E.S.C.

”（「
過
ぎ
し
時
代
に
お
け

る
世
帯
と
家
族
」）
林
田
伸
一
訳
「
家
族
と
世
帯
へ
の
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」　

二
宮
宏
之
『
家
の
歴
史
社
会
学
』
所
収　

新
評
論
一
九
八
三
年

町
田
隆
吉
二
〇
〇
七
「
長
沙
呉
簡
よ
り
み
た
「
戸
」
に
つ
い
て―

三
国
呉
の
家
族
構
成
に
関
す
る
初
歩
的
考
察―

」『
長
沙
呉
簡
研
究
報
告
』
第
三
集

山
田
勝
芳
二
〇
〇
七
「
前
漢
武
帝
代
の
地
域
社
会
と
女
性
徭
役―
安
徽
省
天
長
市
安
楽
鎮
十
九
号
漢
墓
木
牘
か
ら
考
え
る
」『
集
刊
東
洋
学
』
九
七

李
成
珪
二
〇
〇
二
「
簡
牘
資
料
と
思
想
史
研
究
の
拡
大
」『
楚
地
出
土
資
料
と
中
国
古
代
文
化
』
汲
古
書
院

劉
欣
寧
二
〇
一
一
「
秦
漢
律
に
お
け
る
同
居
の
連
坐
」『
東
洋
史
研
究
』
七
〇-

一

鷲
尾
祐
子
二
〇
〇
九
『
中
国
古
代
の
専
制
国
家
と
民
間
社
会―

家
族
・
風
俗
・
公
私
』
立
命
館
東
洋
史
学
会
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鷲
尾
祐
子
二
〇
一
〇
「
長
沙
走
馬
楼
呉
簡
連
記
簡
の
検
討―

家
族
の
記
録
に
つ
い
て
」『
中
国
古
代
史
論
叢
』
七　

立
命
館
東
洋
史
学
会

鷲
尾
祐
子
二
〇
一
一
「
長
沙
走
馬
楼

簡
連
記
式
名
籍
簡
的
探
討―

関
于
家
族
的
記
録―

」『
呉
簡
研
究
』
第
三
輯　

中
華
書
局

中
文杜

正
勝
一
九
八
二
「
伝
統
家
族
試
論
」
上
『
大
陸
雑
誌
』
六
五
巻
二
期

高
大
倫
一
九
九
八
「
尹
湾
漢
墓
木
牘
集
簿
中
戸
口
統
計
資
料
研
究
」『
歴
史
研
究
』
一
九
九
八-

五

高
凱
二
〇
〇
三
「
従
走
馬
楼
呉
簡
看
孫
呉
時
期
長
沙
郡
的
人
口
性
比
例
問
題
」『
史
学
月
刊
』
二
〇
〇
三-

八

葛
剣
雄
二
〇
〇
二
「
中
国
人
口
史
」
第
一
巻
導
論
・
先
秦
至
南
北
朝
時
期　

復
旦
大
学
出
版
社

韓
樹
峰
・
王
貴
永
二
〇
一
一
「
孫
呉
時
期
的
“給
吏
”
与
“給
戸
”―

以
走
馬
楼
呉
簡
為
中
心
」『
呉
簡
研
究
』
三

侯
旭
東
二
〇
〇
九
「
長
沙
走
馬
楼
呉
簡
《
竹
簡
》
貳
“吏
民
人
名
年
紀
口
食
簿
”
復
原
的
初
歩
研
究
」『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
〇
九-

一

湖
南
省
文
物
研
究
所
・
湘
西
土
家
族
苗
族
自
治
州
文
物
処
・
龍
山
県
文
物
管
理
所
二
〇
〇
三
「
湖
南
龍
山
里
耶
戦
国―

秦
代
古
城
一
号
井
発
掘
簡
報
」

『
文
物
』
二
〇
〇
三-

一 

胡
平
生
二
〇
〇
二
「
従
走
馬
楼
簡
“

(

創)

”
字
的
釈
読
談
到
戸
籍
的
認
定
」『
中
国
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
二-

二

胡
平
生
二
〇
〇
九
「
松
柏
漢
簡
五
三
號
木
牘
釋
解
」
簡
帛
網
二
〇
〇
九
年
四
月
一
二
日

賈
麗
英
二
〇
一
〇
「
従
《
長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡
》
看
三
国
呉
的
家
庭
結
溝
」
中
国
史
研
究
二
〇
一
〇-

三

李
根
蟠
二
〇
〇
四
「
戦
国
秦
漢
小
農
家
庭
規
模
及
其
変
化
機
制―

囲
繞
五
口
之
家
的
討
論
」
張
国
剛
主
編
『
家
庭
史
研
究
的
新
視
野
』
新
華
書
店

李
根
蟠
二
〇
〇
六
「
従
秦
漢
家
庭
論
及
家
庭
結
構
的
動
態
変
化
」『
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
六-

一
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黎
虎
二
〇
〇
五
「
“吏
戸
”
献
疑―

従
長
沙
走
馬
楼
呉
簡
談
起
」『
歴
史
研
究
』
二
〇
〇
五-

三

黎
虎
二
〇
〇
七
「
論
“吏
民
”
即
編
戸
斉
民―

原
“吏
民
”
之
三
」『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
〇
七-

二　

李
均
明
二
〇
〇
八
「
走
馬
楼
呉
簡
人
口
管
理
初
探
」『
簡
帛
研
究
二
〇
〇
六
』　

廣
西
師
範
大
學
出
版
社　

李
均
明
・
劉
軍
一
九
九
三
「
武
威
旱
灘
坡
出
土
漢
簡
考
述
|
兼
論
挈
令
」『
文
物
』
一
九
九
三-

一
〇

梁
方
仲
一
九
八
〇
『
中
国
歴
代
戸
口
・
田
地
・
田
賦
統
計
』
上
海
人
民
出
版
社

凌
文
超
二
〇
一
一
「
走
馬
楼
呉
簡
采
集
簡
“戸
籍
簿
”
復
原
整
理
与
研
究̶

̶

兼
論
呉
簡
“
籍
簿
”
的
類
型
与
功
能
」『
呉
簡
研
究
』
第
三
輯

李
卿
二
〇
〇
五
『
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
時
期
家
族
・
宗
族
関
係
研
究
』
上
海
人
民
出
版
社

孟
彦
弘
二
〇
〇
八
「
呉
簡
所
見
的
子
弟
与
孫
呉
的
吏
戸
制―

兼
論
魏
晋
的
以
戸
爲
役
的
制
」『
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
史
資
料
』
第
二
四
輯

彭
浩
二
〇
〇
九
「
読
松
柏
出
土
的
四
枚
西
漢
木
牘
」　
『
簡
帛
』
第
四
輯

彭
浩
・
陳
偉
・
工
藤
元
男
主
編
二
〇
〇
七
『
二
年
律
令
與
奏
讞
書　

張
家
山
二
四
七
號
漢
墓
出
土
法
律
文
獻
釋
讀
』
上
海
古
籍
出
版
社

彭
衛
一
九
八
八
『
漢
代
婚
姻
形
態
』
三
秦
出
版
社

宋
少
華
二
〇
一
一
「
長
沙
三
国
呉
簡
的
現
場
掲
取
与
室
内
掲
剥―

兼
談
呉
簡
的
盆
号
和
掲
剥
図
」『
呉
簡
研
究
』
第
三
輯

孫
聞
伝
二
〇
一
〇
「
“吏
民
簿
”
所
見
孫
呉
過
程
結
構
研
究
」『
簡
帛
研
究
二
〇
〇
七
』

陶
元
珍
一
九
三
三
「
三
国
呉
兵
考
」『
燕
京
学
報
』
一
三

天
長
市
文
物
管
理
所
・
天
長
市
博
物
館
二
〇
〇
六
「
安
徽
天
長
西
漢
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物
』
二
〇
〇
六-

一
一

王
素
二
〇
〇
八
「
關
於
長
沙
呉
簡
“刑
”
字
解
讀
的
意
見―

《
長
沙
走
馬
楼
三
國
呉
簡
》
釈
文
探
討
之
一
」『
簡
帛
研
究
二
〇
〇
六
』

王
素
・
宋
少
華
・
羅
新
一
九
九
九
「
長
沙
走
馬
楼
簡
牘
整
理
的
新
収
穫
」『
文
物
』
一
九
九
九-

五

汪
小
烜
二
〇
〇
四
「
走
馬
楼
呉
簡
戸
籍
初
論
」『
呉
簡
研
究
』
第
一
輯
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王
勇
二
〇
〇
九
『
湖
南
人
口
変
遷
史
』
湖
南
人
民
出
版
社

王
子
今
一
九
九
五
「
秦
漢
時
期
気
候
変
遷
的
歴
史
学
考
察
」『
歴
史
研
究
』
一
九
九
五-

二

王
子
今
二
〇
〇
八
「
走
馬
楼
竹
簡
“小
口
”
考
釈
」『
史
学
月
刊
』
二
〇
〇
八-

六

許
倬
雲
一
九
六
七
「
漢
代
家
庭
的
大
小
」『
慶
祝
李
濟
先
生
七
十
歲
論
文
集
』
清
華
学
報
社
↓
『
求
古
編
』
所
収 

聯
經
出
版
事
業
股
份
有
限
公
司

一
九
八
二
年

閻
愛
民
二
〇
〇
五
『
漢
晋
家
族
研
究
』
第
五
章
「
家
・
族
構
造
和
規
模
」
上
海
人
民
出
版
社

楊
芬
二
〇
一
一
「
孫
吳
嘉
禾
年
間
臨
湘
中

所
轄
里
初
步
研
究
」
二
〇
一
一
年
三
月
、
湖
南
省
長
沙
・
中
日
長
沙
呉
簡
学
術
研
討
会

楊
際
平
二
〇
〇
七
「
秦
漢
戸
籍
管
理
制
度
研
究
」『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
〇
七
|
一

楊
際
平
・
郭
鋒
・
張
和
平
一
九
九
七
『
五
ー
十
世
紀
敦
煌
的
家
庭
与
家
族
関
係
』
岳
麓
書
社

楊
樹
達
一
九
三
三
『
漢
代
婚
喪
礼
俗
考
』
商
務
印
書
館

連
雲
港
市
博
物
館
・
東
海
県
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
簡
帛
研
究
中
心
・
中
国
文
物
研
究
所
一
九
九
七
『
尹
湾
漢
墓
簡
牘
』
中
華
書
局

楊
振
紅
二
〇
一
一
「
従
出
土
“算
”、　
“事
”
簡
看
兩
漢
三
國
呉
時
期
的
賦
役
結
構̶

̶

“算
賦
”
非
單
一
税
目
辨
」『
中
華
文
史
論
叢
』
二
〇
一
一 
|
一

連
雲
港
市
博
物
館
・
東
海
県
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
簡
帛
研
究
中
心
・
中
国
文
物
研
究
所
一
九
九
七
『
尹
湾
漢
墓
簡
牘
』
中
華
書
局

禹
文
玲
二
〇
〇
六
「
張
家
山
漢
簡
《
二
年
律
令
》
釈
文
補
遺
」『
簡
帛
研
究
』
二
〇
〇
四

于
振
波
二
〇
〇
四
ａ
「
走
馬
楼
呉
簡
所
見
戸
與
里
的
規
模
」『
走
馬
楼
呉
簡
初
探
』
文
津
出
版
社

于
振
波
二
〇
〇
四
ｂ
「
“算
”
与
“事
”̶

̶

走
馬
楼
戸
籍
簡
所
反
映
的
算
賦
和
徭
役
」『
漢
学
研
究
』
第
二
二
巻
二
期
『
走
馬
楼
呉
簡
続
探
』
所
収
文

津
出
版
社
二
〇
〇
七
年

于
振
波
二
〇
〇
四
ｃ
「
走
馬
楼
戸
籍
簡
性
別
与
年
齢
結
構
分
析
」『
走
馬
楼
呉
簡
初
探
』
所
収
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于
振
波
二
〇
〇
七
ａ
「
呉
簡
所
見
戸
的
結
構
小
議
」『
走
馬
楼
呉
簡
続
探
』
所
収

于
振
波
二
〇
〇
七
ｂ
「
呉
簡
戸
籍
文
書
所
見
女
子
婚
齢
」『
走
馬
楼
呉
簡
続
探
』
所
収

臧
知
非
・
沈
華
・
高

二
〇
〇
七
『
周
秦
漢
魏
呉
地
社
会
発
展
研
究
』
第
六
章
「
孫
呉
的
基
層
社
会
控
制
」
群
言
出
版
社

張
春
龍
二
〇
〇
九
「
里
耶
秦
簡
所
見
的
戸
籍
和
人
口
管
理
」『
里
耶
古
城
・
秦
簡
与
秦
文
化
研
究
』
科
学
出
版
社

張
鵬
一
著
・
徐
清
廉
校
補
一
九
八
九
『
晋
令
輯
存
』
三
秦
出
版
社

張
栄
強
二
〇
〇
四
「
説
孫
呉
戸
籍
簡
中
的
“事
”」『
呉
簡
研
究
』
第
一
輯
↓
『
漢
唐
籍
帳
制
度
研
究
』
所
収　

商
務
印
書
館　

二
〇
一
〇
年
。

張
栄
強
二
〇
〇
六
「
孫
呉
簡
中
的
戸
籍
文
書
」『
歴
史
研
究
』
二
〇
〇
六-

四
↓
『
漢
唐
籍
帳
制
度
研
究
』
所
収

張
栄
強
二
〇
一
〇
「《
前
秦
建
元
二
十
年
籍
》
与
漢
唐
間
籍
帳
制
度
的
変
化
」
↓
『
漢
唐
籍
帳
制
度
研
究
』
所
収

張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
二
〇
〇
一
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
』
文
物
出
版
社　

中
國
簡
牘
集
成
編
輯
委
員
會
編
二
〇
〇
五
「
中
國
簡
牘
集
成
第15-16

册 

湖
南
省
卷　

走
馬
樓
」

【
附
記
】   

本
論
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ａ
）「
出
土
資
料
群
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
と
そ
れ
を
用
い
た
中
国
古
代
史
上
の
基
層
社
会
に
関
す
る

多
面
的
分
析
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

           

ま
た
、
二
〇
一
〇
年
二
月
一
九
日
に
開
催
さ
れ
た
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
主
宰
の
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
湖
南
出
土
魏
晋
簡
牘
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
に

お
い
て
、本
論
と
共
通
す
る
内
容
の
発
表
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
席
上
で
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
み
な
さ
ま
に
、あ
つ
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

（
本
学
非
常
勤
講
師
）
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グラフ１，嘉禾四年小武陵郷年齢構成

表１，嘉禾四年小武陵郷年齢構成表
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表２，小武陵郷嘉禾四年大小・男女別口数

グラフ２，廣成郷嘉禾六年年齢構成
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表３，廣成郷嘉禾六年年齢構成表

表４，廣成郷嘉禾六年大小・男女別口数・性比
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表５，廣成郷嘉禾六年一戸あたり口数
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表６，南郡江陵県西郷戸口簿
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図１，「竹簡壹」示意図２　■が無字簡




